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第1章 広島市みどりの基本計画とは

１　計画改定の背景

２　計画の目的

　広島市は、被爆の廃墟から目覚まし
い復興を遂げる歩みの中で、水と緑が
輝く潤いのある平和都市の実現を目指
し、復興のシンボルとして計画された
平和大通りや平和記念公園、河岸緑地、
高度経済成長期の都市化に対応した都
市公園等の整備、緑を育む活動への市
民参加の促進などに取り組んできまし
た。こうした先人たちから続く緑の取
組により、現在の広島のまちは、豊か
で美しい自然環境と調和した、ゆとりと安らぎが感じられる質の高い都市環境が形成さ
れています。

　一方で、本市は、少子化・高齢化の進展や人口減少社会の到来、地域コミュニティの
活力低下、気候変動の影響が疑われる自然災害への対応など、様々な課題に直面しており、
時代の変革期にあります。

　このような課題に対応するため、本市では広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を東
西の都心の核と位置付け、都市機能の充実・強化を図ることにより、相互に刺激し高め
合う「楕円形の都心づくり」や、圏域経済の活性化と圏域内人口200万人超の維持を目
指す「200万人広島都市圏構想」の実現などに取り組んでいます。

　加えて、社会が成熟化し、市民の価値観やライフスタイルが多様化する中で、これま
で蓄積されてきた公共施設のストックを都市の有する課題解決のための重要な資産とし
て有効に活用することが求められています。

　こうした緑を取り巻く社会情勢の変化に対応し、広島の緑のまちづくりをより一層進
め、将来の世代に受け継ぐため「緑の基本計画」の改定を行うものです。

　本市における「みどりの将来像」を描き、市民、企業、行政といった様々な主体が、「自
分たちのまちは自分たちで創る」という考えの下、適切な役割分担と連携を図りながら、
潤いのある緑のまちづくりを進めていくための基本的な方針を示すものです。
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３　位置付け

４　目標年度

５　計画の対象

　都市緑地法第4条第1項に基づき広島市が策定する、緑地の保全や緑化の推進に関する
将来像や目標、施策等を定めるマスタープランです。これにより、「都市公園の整備及び
管理」、「緑化の推進」、「緑の保全」に関する施策を総合的・計画的に推進します。

　また、本計画は、「第6次広島市基本計画」の部門計画であり、上位計画である「第6
次広島市基本計画」や他の関連計画と整合を図ります。

　令和12年度（2030年度）とします。なお、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ
て見直しを行います。

〈計画の対象区域〉
　広島市全域を対象とします。なお、広島広域都市圏内の広域的な取組については、周
辺市町との連携を図ります。

〈計画の対象とする「みどり」〉
　森林、農地、工業地、住宅地などの緑、公園、道路、河川や建物の公開空地などの空
間としての緑に加え、花壇づくりや公園等の管理活動、農業体験などの緑に関する市民
活動を対象とします。

（広島市基本構想・第６次広島市基本計画）
広島市総合計画

広島市みどりの基本計画
（2021-2030）

広島市みどりの推進計画

アクションプログラム

広島市都市計画マスタープラン

適合

部門計画

調和
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６　緑の役割

　緑は、潤いのある生活環境や良好な都市環境の形成など、多様な役割を持っています。
また、近年、都市の課題解決のため、緑の持つ多様な機能を生かすことが期待されてい
ます。

　本計画では、緑の持つ主な役割を以下のとおり7つに整理しました。

（１）　地域固有の都市景観や歴史・文化の形成
　都市を象徴する景観や地域を特徴付ける景観を形成し、その地域の歴史や文化、自
然的資源の継承に寄与しています。平和記念公園や平和大通り、河岸緑地の緑は、本
市の特徴的な景観を形成するとともに、被爆の惨状を乗り越えた復興の証としての意
味を持っています。

（２）　地域のにぎわいづくりや観光の振興
　イベントの開催や飲食、スポーツ観戦などの場として多くの人が集まる地域のにぎ
わいの拠点となるほか、都市を代表する観光資源が立地し、多くの観光客が訪れる観
光振興の拠点となるなど、まちの活力の創出に寄与します。

（３）　都市の防災・減災
　市街地の延焼防止に貢献するほか、災害時の避難地や生活必需品等物資の備蓄基地、
災害時の消火・救助活動の拠点となるなど、都市の防災性の向上が図られます。

（４）　良好な環境の保全
　豊かな自然環境の保全や食料供給の場ともなる農地の保全など、良好な環境を保全
します。また、森林は水源かん養機能により洪水の緩和や水質の浄化などの働きをし
ています。

（５）　生物多様性の確保
　互いに影響しながら直接的、間接的に支えあって共存している地球上の多様な生物
に生息・生育環境を提供するとともに、生態系の種・遺伝子の多様性の確保の基盤となっ
ています。

（６）　地球温暖化等の防止
　温室効果ガスである二酸化炭素の吸収により地球温暖化の防止に大きな役割を果た
すとともに、日射の遮断や蒸発散作用等による気温上昇の抑制によりヒートアイラン
ド現象を緩和します。
（７）　地域コミュニティの形成
　地域住民の交流・レクリエーション・子育て・スポーツの場となるほか、緑化講習
会や公共空間での花壇づくりなど緑に関する活動を通じて地域コミュニティの形成を
促進します。
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１　広島市の概況

（１）　都市構造と地域特性
　本市は、中国山地を背に緑豊かな山々
に囲まれ、市域を流れる幾筋もの川を有
し、多島美を誇る瀬戸内海に面する水と
緑に恵まれた都市です。
　都市構造は、太田川河口のデルタを中
心に形成された「デルタ市街地」、広島
らしい景観を構成している青垣山や郊外
にある住宅団地などからなる「デルタ周
辺部」、自然豊かな環境や瀬戸内海に浮かぶ島々で構成される「中山間地・島しょ部」の
3つのエリアから成っており、地域によってそれぞれ異なる特性を持っています。
　また、「デルタ市街地」の中で様々な都市機能が集積し、都市の活力とにぎわいを生み
出す中心となる場所として「都心」が位置付けられています。

　〔地域特性と都市機能〕

デ
ル
タ
市
街
地

　商業施設を中心としたにぎわいのある都市空間と、河岸
緑地など緑豊かな公共空間が調和した街並みが形成されて
います。
　【都心】
　企業の本社・支社、官公庁施設等の業務機能が集積し
ています。
　原爆ドームや広島城など歴史的・文化的な観光資源が多数あり、国内外から多くの人を引き寄
せる魅力を備えています。

デ
ル
タ
周
辺
部

　都市の生活利便性と身近にある自然が調和し、動植物等
に触れることのできる施設や広域的なスポーツ交流の拠点
となる広島広域公園、多くの大学等が立地しています。
丘陵部を中心に、住宅団地が数多く開発され、居住の場と
して重要な役割を担っています。

中
山
間
地
・
島
し
ょ
部

　中国山地に連なる緑豊かな山々、太田川とその派川等と
それらが流れ込む瀬戸内海といった豊かな自然を有してお
り、人々に安らぎと心の豊かさを与える重要なエリアです。
農林水産業の場となるとともに、レクリエーションの場と
して活用されています。

第2章 現状と課題
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（２）　本市の現況
　　ア　少子化・高齢化、人口減少社会の到来

　本市では、年々増加していた人口が令和2年（2020年）の120.8万人をピークに、
令和12年（2030年）には119.4万人、令和22年（2040年）には115.1万人と年々
減少していくものと予測されています。
　また、平成27年（2015年）に74.3万人であった15歳から64歳までの人口が
令和12年（2030年）には71.2万人、令和22年（2040年）には63.9万人と年々
減少していく一方で、平成27年（2015年）に28.4万人であった65歳以上の人口
が令和12年（2030年）には33.3万人、令和22年（2040年）には37.1万人と年々
増加していくものと予測されており、人口減少や少子化・高齢化の進展による経
済活動の停滞や市民生活への悪影響が懸念されています。
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また、年齢不明の数値があるため、年齢階層別人口の合計と一致しない。

広島市の年齢階層別人口推計 
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　　イ　地域コミュニティの活力低下
　地域コミュニティは、公園の維持管理やまちのにぎわいの創出等に大きく寄与
していますが、その要である町内会・自治会の加入率は年々減少しており、前回
改定時の平成23年（2011年）には64.9％あった加入率が令和2年（2020年）に
は56.0％となるなど、その活力低下が懸念されています。

注１ 広島市調べ（各年７月１日時点）

広島市の町内会・自治会加入世帯数と加入率の推移 
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　　ウ　国内外からの観光客の増加
　本市の入込観光客数は、平成22年（2010年）の1,057.1万人から令和元年（2019
年）には1,427.4万人となり、大幅に増加しました。
　また、外国人観光客については、平成23年（2011年）に東日本大震災の影響
で減少したものの、翌年の平成24年（2012年）から年々増加し、8年連続で過去
最高を更新しました。

　平和記念公園や平和大通り、河岸緑地などの花とみどりのあふれる美しい空間
が、国内外から訪れる多くの観光客の目を楽しませ、心を癒しています。

（３）　上位計画及び主な関連計画の概要
本計画の上位計画及び主な関連計画の概要は、以下のとおりです。

　　ア�　広島市総合計画（広島市基本構想及び広島市基本計画は令和2年6月、広島市実
施計画は令和2年7月）
　広島市総合計画は、広島市基本構想、広島市基本計画及び広島市実施計画で構
成されています。
　広島市基本構想では、人類史上初の被爆都市である広島の都市像である「国際
平和文化都市」を具現化するため、「世界に輝く平和のまち」、「国際的に開かれた
活力のあるまち」、「文化が息づき豊かな人間性を育むまち」の3つの要素を基に施
策の構想を定めています。
　また、広島市基本計画は、広島市基本構想を達成するための施策の大綱を総合的・
体系的に定めており、本市が策定する全ての計画の基本となるものです。
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　さらに、広島市実施計画は、広島市基本計画の実施のために必要な事務事業の
計画や財政計画を定めています。

　　イ　広島市都市計画マスタープラン（平成25年8月）
　本市の都市づくりの総合的な指針として、長期的な視点に立った都市づくりの
目標やその実現に向けた方向性を示すとともに、都市づくりの目標を実現するた
めの土台として、公共交通等で連携された集約型都市構造への転換に向けた方針
を示しています。
　土地利用や都市施設の整備・活用、環境保全、都市防災など、分野別の方針に
おいて、緑に関連する方針を示しています。

　　ウ　広島市地域防災計画（令和2年3月）
　本市の地域に係る防災に関し、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、市
民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に、災害予防、災害応急
対策及び災害復旧・復興に関する事項を定めています。
　災害時における避難場所や応急救助活動、物資集積等の基地として活用できる
重要な施設として公園緑地を位置付け、計画的に整備を行うことを示しています。

　　エ　広島市景観計画（平成26年7月）
　市民や事業者、行政が連携・協働して、本市の目指す「美しく品のある都市景観」
を総合的かつ計画的に実現していくための景観形成の方針やルール、方策などを
体系的に示しています。
　「平和都市広島を象徴する景観づくり」、「歴史や文化の香り漂う景観づくり」、「水
と緑を生かした潤いと安らぎのある景観づくり」、「にぎわいがあり、おもてなし
の心を感じる景観づくり」を基本方針として定め、水辺空間の利活用や里山の再生、
公共空間での花と緑あふれる演出など、緑に関連する方針を示しています。

　　オ　広島市環境基本計画（平成28年3月）
　本市が環境の保全及び創造において目指すべき都市の姿（環境像）である「将
来にわたって、豊かな水と緑に恵まれ、かつ、快適な都市生活を享受することが
できるまち」の実現に向けた施策の方針等を定めています。
　「豊かな自然環境の保全　～自然との共生～」、「自然と調和した快適な都市環境
の創造　～都市の持続可能な発展～」、「健全で快適な生活環境の保全　～循環型
社会の形成～」、「地球環境の保全への貢献　～都市の低炭素化の促進～」を基本
目標として掲げ、緑の保全や水と緑を生かした潤いのあるまちづくりの推進、自
然と調和した美しく品のある都市景観の創出など、緑に関連する方針を示してい
ます。
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　　カ　ひろしま都心活性化プラン（平成29年3月）
　国内外の人々や企業などを惹きつける都心の魅力向上や質の高い都市環境の整
備などに取り組み、都心を活性化するため、中長期的な視点で本市の都心の将来
像や目指す姿、その具体化に向けた施策等を示しています。
　「都心の将来像」の実現に向け、「おもてなしを創出する水・花・緑のネットワー
ク」の形成を目指すとともに、施策の方向性として「花と緑と音楽のあふれる美
しいまちづくり」の推進などを示しています。

　　キ　「水の都ひろしま」推進計画（平成31年3月）
　「水の都ひろしま」の実現に向け、市民、事業者及び行政の協働のもと、計画的・
効果的に取組を進めるための実施計画です。
　河岸緑地等の整備や花と緑による修景の実施など、美しい水辺空間の創出等の
取組を示しています。

　　ク　「美しい川づくり」将来ビジョン（平成27年6月）
　広島駅周辺地区の水辺を、水の都の玄関口にふさわしい、広島の象徴的な空間
とするため、長期的な視点に立った「美しい川づくり」の方針やその実現に向け
た取組を示すとともに、広島駅周辺地区の水辺の将来イメージを示しています。
　都心において人々の生活に潤いと安らぎを与える、水と緑を生かした川・水辺
づくりの方針を示しています。

　　ケ　広島市森林（もり）づくりプラン21（平成27年6月）
　木材などの林産物の供給、水資源のかん養、土砂災害の防止など、市民生活に
恩恵をもたらす貴重な財産である森林を健全な状態で次世代に引き継ぐため、森
林のあるべき姿を示すとともに、これを実現していくための戦略を明らかにして
います。
　中山間地域などにおける人口の減少や高齢化による森林の荒廃に対応するため、
市民と育てる健全な森林づくりや林業の再生と元気な山村地域づくりなど、緑に
関する戦略を示しています。
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２　「広島市緑の基本計画（2011-2020）」における主な施策の取組状況

（１）　「計画の目標水準」の達成状況

項　目
前計画

達成状況
（平成31年度）平成22年度の

状況
目標値

（令和2年度）

市街化区域における
緑の面積の割合 18.3％ 18.3％ 21.5％

公園緑地の面積 948ha 1,000ha 987ha

広島を緑豊かなまち
であると実感してい
る市民の割合

64.7％ 75.0％ 69.3％
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（２）　主な施策の取組状況
　　〔基本理念〕
　　　水・緑・いのちの輝くまち　ひろしまの実現
　　〔取組状況〕

基本方針及び施策方針 主な施策の取組状況
1　市民とのパートナーシップに基づく緑づくりとその活用

⑴　市民意識の醸成と市
民緑化への支援の拡
充

・�「花と緑の広島づくりネットワーク」の構築や、花と緑に関する講習
会の開催
・春及び秋のグリーンフェアにおける体験型講座の実施など内容の充実
・「第37回全国都市緑化ひろしまフェア」の開催

⑵　市民による民有地の
緑化

・緑化推進制度の運用
・緑地協定制度や景観法に基づく届出制度などの活用
・民有地緑化基金事業の実施

⑶　平和のための市民と
の協働による緑の交
流と継承

・キョウチクトウ及び被爆アオギリ二世の苗木の配布
・寄付樹木の定期診断や説明板の設置

⑷　市民との協働による
公園づくり

・身近な公園再生事業の実施
・子どもの遊び場づくりの推進
・街区公園清掃等報奨金制度の運用や指定管理者制度の活用

⑸　市民との協働による
緑の管理とその活用

・グリーン・パートナー事業や四季の花プランター設置事業の実施
・ふれあい樹林事業の推進や保存樹・保存樹林の指定

2　まちの基盤をなす緑づくり

⑹　公園緑地の整備
・街区公園や河岸緑地などの計画的な整備
・植物公園の大温室の改修
・安佐動物公園の再整備

⑺　既存公園の再整備と
有効活用 ・身近な公園再生事業の実施

⑻　公共建築物や道路の
緑化

・新築や増・改築に合わせた緑化
・幹線道路における街路樹の植栽

⑼　風の通り道を生み出
す水と緑のネット
ワークづくり

・河岸緑地や道路の緑化
・平和記念公園や平和大通りの緑の保全と育成

⑽　緑の育成とリサイク
ルの推進 ・「道路・公園緑化ガイドライン」の活用・充実

3　うるおいのある水辺の緑の保全と緑化

⑾　海辺の保全と緑化 ・元宇品公園の保全・活用
・臨海部の緑地の計画的な整備の促進

⑿　河川を生かす緑の保
全と緑化

・河岸緑地の計画的な整備
・河岸緑地でのオープンカフェや水辺のコンサートの実施

4　豊かな自然の保全と活用

⒀　山林・樹林の保全 ・下刈、枝打ち、間伐など森林整備への支援
・林業の担い手育成など林業の振興

⒁　農地の保全と活用 ・市街地や市街地近郊農地における市民菜園の開園
・農業・農村体験などの交流事業の実施

⒂　自然にふれることの
できる場の活用

・森林公園や花みどり公園、憩の森の適切な管理と利用促進
・ふれあい樹林事業の実施
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３　緑の現況

（１）　本市における緑化の取組（緑化の歴史）
　昭和20年（1945年）8月6日、本市に人類史上初めて原子爆弾が投下され、緑豊
かだった市街地も緑が完全に失われた灰色の都市となり、75年間草木も生えないと
言われました。
　その後、原爆による荒廃から立ちあがった広島市は、かつての景観を取り戻すため、
焼野原になった市街地に一本でも多くの樹木を増やそうと、様々な取組を行いまし
た。
　昭和32年（1957年）から昭和33年（1958年）には、市民及び市周辺の4郡23
町民の協力を得て平和大通りや平和記念公園そして中央公園において植樹活動が行
われました。この時、平和大通りの緑地帯には約2,500本の高木が寄付されました。
これが、第1次緑化運動の中心となった「供木運動」です。
　その後も、高度経済成長に伴う急激な都市化による緑の減少を食い止めるため、
市民総ぐるみの緑化事業の展開を呼びかけた「緑化宣言」に始まる第2次緑化運動、
市民による緑化活動を推進するための一環として開催した第14回全国都市緑化ひろ
しまフェア「グリーンフェスタひろしま’97」を中心とした第3次緑化運動と、3
度の緑化運動を展開しました。こうした市民との協働による緑のまちづくりにより、
現在の成熟したまちの緑が形成されています。

　〔年表〕
昭和20年

戦後復興期

戦災復興

高度経済成長期から
政令指定都市移行期

経済成長
市域の拡張 バブル景気～崩壊

広島アジア競技大会
開催を契機とした時期 近年

・広島平和記念都市
建設計画の策定
（S27）
・平和記念公園の完
成（S30）
・「供木運動」の展開
（S32～33）

・安佐動物公園の開園
（S46）
・「緑化宣言」（S50）
・植物公園の開園
（S51）
・中央公園の一応の完
成（S58）

・広島広域公園の完成
（H6）
・第14回全国都市緑化
ひろしまフェアの開催
（H9）

・広島市緑の基本計
画の策定（H13）及
び改定（H23）
・第37回全国都市緑
化ひろしまフェアの
開催（R2）

低成長時代
少子高齢化

時
期

時
代
背
景

緑
化
の
取
組

昭和40年頃 昭和60年頃 平成12年頃 現在
（被爆20周年） （被爆40周年） （被爆55周年） （被爆75周年）

など など など など

第1次緑化運動 第2次緑化運動 第3次緑化運動
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（２）　緑被率
　　ア　概要

　緑被率とは、対象とする地域の面積に占める樹林や草地、農地などの植物によっ
て覆われた緑地の面積の割合であり、平面的な緑の量を示すための指標です。

　　イ　現状
　市全域の緑被率は78.8％、市街化区域内の緑被率は21.5％です。一方、都市再
生緊急整備地域（広島都心地域）の緑被率は11.8％にとどまっています。

　〔緑被地現況表〕

区分 市全域
都市計画区域 都市計画

区域外
都市再生
緊急整備地域市街化区域 市街化調整区域 合計

面積（ha） 90,668 16,106 23,823 39,929 50,739 234
緑の面積
（ha） 71,451 3,457 20,663 24,120 47,331 27.5

割合（％） 78.8 21.5 86.7 60.4 93.3 11.8

　※面積は緑被率算出時点（令和元年10月時点）

（平成31年度（2019年度）調査）緑被地現況図

都市計画区域
市街化区域0 2000 6000m
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（３）　緑視率

　　ア　概要
　緑視率とは、人の視界に占める「緑の面積」の割合であり、緑被率調査では把
握できない壁面緑化などの立体的な緑も捉えることができます。緑の量を市民の
目で見たままに評価するため、市民に緑の現状を分かりやすく伝えることができ
る指標です。

　　イ　測定箇所

測定箇所 箇所選定の考え方

平和記念公園や平和大通り 広島の平和を象徴する緑を評価できる地点

再開発地区などにぎわいの中心と
なる場所

都市再生緊急整備地域内で車や人の通行量の多い交
差点、建替えが予定されている箇所など、継続的に
緑視率の変化を評価できる地点

広島駅などの交通結節点
広島の陸の玄関である広島駅など地域の拠点となる
地点

　　ウ　現状

測定箇所 調査地点及び緑視率結果（％）
平均緑視率
（％）

平和記念公園や
平和大通り

平和大通り（中区大手町三丁目２番地先） 46.9

42.9
平和大通り（中区小町３番地先） 54.8

平和記念公園（平和大通りから臨む） 19.8

平和記念公園（相生通りから臨む） 49.9

再開発地区など
にぎわいの中心
となる場所

紙屋町交差点 16.9

8.6

八丁堀交差点 3.2

並木通り 18.1

基町駐車場 0.2

中区富士見町（旧広島東警察署） 4.7

広島駅などの交
通結節点

広島駅 17.9
16.4

西広島駅 14.9
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４　緑に関する動向

　少子化・高齢化と人口減少、市民ニーズの多様化のほか、地域コミュニティの活力低
下など、近年、都市を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。
こうした状況に対応するため、国や本市では様々な取組を進めています。

（１）　国の政策の動向

　　ア　新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開
　国土交通省は、平成28年�5月に、都市が直面する課題と、緑とオープンスペー
スが直面する課題の同時解決を目指し、これからのまちづくりに対応した緑とオー
プンスペースのあり方、都市公園を活用したまちの活力創出の方向性等について
示した「新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について」を
公表しました。
　この中で、都市の課題解決や目指す都市像の実現に寄与する社会資本として、
緑とオープンスペースのポテンシャルを発揮するため、今後の緑とオープンスペー
ス政策において重視すべき観点として「ストック効果をより高める」、「民との連
携を加速する」、「都市公園を一層柔軟に使いこなす」の３つを示しています。
　これを受けて、平成29年6月に都市緑地法、都市公園法等が改正され、「公募設
置管理制度（Park-PFI）」等の創設や緑の基本計画への記載項目の拡充（記載事項
に都市公園の管理方針等を追加）、「緑地」の定義への「農地」の明確化等がなさ
れました。

　　イ　「グリーンインフラ」の取組の推進
　「グリーンインフラ」とは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面に
おいて、自然環境が有する多様な機能（気温上昇の抑制、良好な景観形成、生物
の生息・生育の場の提供等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づ
くりを進める取組です。
　国土交通省では、「国土形成計画」、「第４次社会資本整備重点計画」において、「国
土の適切な管理」「安全・安心で持続可能な国土」「人口減少・高齢化等に対応し
た持続可能な地域社会の形成」といった課題への対応の一つとして「グリーンイ
ンフラ」を位置付け、取組を推進しています。
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　　ウ　「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」�の達成に向けた取組の推進
　平成27年（2015年）9月の国連持続可能な開発サミットで採択された「持続可
能な開発のための2030アジェンダ」の中で、「誰一人取り残さない」社会の実現
を目指し、経済や社会、環境などの広範な課題に対して、先進国を含む全ての国々
の取組目標として持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が設定されました。
　日本においては、平成28年（2016年）に内閣総理大臣を本部長とする「ＳＤ
Ｇｓ推進本部」により決定した「ＳＤＧｓ実施指針」の中で、「持続可能で強靱な
国土と質の高いインフラの整備」など8つの優先課題を掲げ、ＳＤＧｓの達成に向
けて国内外の取組を推進するとともに、地方自治体や経済界など多様な主体と連
携を図ることにしています。
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（２）　本市の動向

　　ア　広島市総合計画（広島市基本構想・第6次広島市基本計画）の改定
　「少子化・高齢化、人口減少への対応」、「地域コミュニティの活力低下への対応」、
「外国人訪問者や外国人市民の増加などへの対応」、「自然災害や地球温暖化など人
類の存続基盤に影響を及ぼす課題への対応」など、本市が直面している課題に対
応するため、総合的かつ計画的な行政運営と具体的な施策の展開を図ることを目
的に令和2年6月に改定しました。

　　イ　「花と緑と音楽の広島づくり」の推進
　平成24年6月に「花と緑の広島づくり推進本部」を設置し、「花と緑あふれる美
しいまち　ひろしまの実現」を目標として、市民や企業等と協働で全庁横断的に
取組を実施しています。
　さらに、平成29年11月には、「花と緑の広島づくり」の取組に音楽の取組項目
を加えて、五感に響くまちづくりを市民レベルで展開するための取組を進めてい
ます。

　　ウ�　「ひろしま都心活性化プラン」の策定と都市再生緊急整備地域・特定都市再生緊
急整備地域の指定
　本市では、広島駅周辺地区と
紙屋町・八丁堀地区を都心の東
西の核と位置付け、都市機能の
集積・強化を図る「楕円形の都
心づくり」を進めるとともに、
本市の都心が市域・県域だけで
なく、広島広域都市圏の発展に
資するよう、都心の活性化に取
り組んでいます。
　こうした取組をより一層推進
し都心を活性化するため、平成
29年3月に、広島県と連携し、都心の将来像や目指す姿、その具体化に向けた施
策を示す「ひろしま都心活性化プラン」を策定しました。
　また、平成15年7月に都市再生緊急整備地域に指定された広島駅周辺地区と、
平成30年10月に同地域に指定された紙屋町・八丁堀地区について、令和2年9月
に両地域が広島都心地域として統合され、さらにその一部が「特定都市再生緊急
整備地域」に指定されたところです。

「楕円形の都心」のイメージ
　　（資料：広島市都市計画マスタープラン）

広島駅周辺地区

紙屋町・八丁堀地区
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広島都心地域（都市再生緊急整備地域・特定都市再生緊急整備地域）
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　　エ　第３７回全国都市緑化ひろしまフェアの開催
　広島ならではの花や緑等の地域資源を活用することで県内全域の回遊と交流を
生み出すとともに、花や緑の大切さと平和の尊さを世界中の人々と分かち合うこと
でより一層豊かな地域づくりと世界恒久平和の実現につなげていくため、「ひろし
ま�はなのわ�２０２０� 『花笑（はなえみ）』�ひろしまから花と笑顔と平和のわ 」
をテーマに、令和2年3月から11月にかけて、全国で初めて県内全市町を会場にし
た全国都市緑化ひろしまフェアを開催しました。

第３７回全国都市緑化ひろしまフェア　会場

中央公園及びその周辺 国営備北丘陵公園

県立みよし公園 県立せら県民公園 県立びんご運動公園
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５　本市における緑の現状と課題

　現計画における主な施策の取組状況や緑に関する動向などを踏まえ、緑の現状と課題
について、「多様化する市民ニーズに対応した公園の整備と管理」、「河岸緑地の整備と活
用」、「地域資源としての農地や森林の保全と活用」、「緑化の主体的な担い手の育成」の
４つの観点から整理しました。

（１）　多様化する市民ニーズに対応した公園の整備と管理

　　ア　都市公園開設状況
　都市公園の整備を進めるとともに、必要に応じた施設の更新など適切な維持管
理に努め、まちの基盤をなす緑の空間づくりに取り組んできました。
　公園開設面積は開発事業等の鎮静化に伴い、平成29年度以降の増加率が緩やか
になっているものの、これまでの整備により一定程度のストックを蓄積してきま
した。
　一方で、開設から30年以上経過した公園が全体の約6割を占めており、多くの
公園で施設の老朽化が進んでいることが分かります。

現状

15箇所

6 8
5

10

21

9 8
12

4 6

947.94ha
948.61

955.62

955.8

958.52 962.2
975.71

982.95

984.15

985.22
986.59

0

5

10

15

20

25

30

0

880

920

960

1000

平成21年度
(2009年度)

平成23年度
(2011年度)

平成25年度
(2013年度)

平成27年度
(2015年度)

平成29年度
(2017年度)

平成31年度
(2019年度)

年間開設箇所数 面積(㏊)
注１ 「公園開設調書」（各年）をもとに、本市において作成
注２ 開設面積及び開設数は、各年度末時点の値である

(ha) (箇所)

公園開設面積等の推移 
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都市公園の開設からの経過年数 

全体箇所数 1,227 箇所 

表－１　広島市の公園緑地の箇所数と面積
区分 箇所数 面積（ha）

住
区
基
幹
公
園

街区公園 1,051 181.55

近隣公園 51 108.93

地区公園 13 69.77

計 1,115 360.25

都
市
基
幹
公
園

総合公園 8 181.86

運動公園 5 104.14

計 13 286.00

特
殊
公
園

風致公園 8 62.73

動植物公園 2 44.95

歴史公園 1 4.68

墓園 2 16.60

計 13 128.96

広域公園 2 125.45

都市緑地 76 66.77

緑道 8 19.16

合計 1,227 986.59

広島市の人口（人） 1,194,330

市民一人当たりの公園緑地面積（㎡／人） 8.26

注１　「公園開設調書」（令和2年3月31日時点）による
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　　イ　緑の活用事例
〔都心における緑の活用事例（大阪市における天王寺公園エントランスエリア「てんしば」）〕

【事業概要】
天王寺公園エントランスエリアにおいて、
にぎわい創出のためのハード・ソフト事
業と維持管理事業を一体的に実施する。

大阪市天王寺公園エントランスエリア『てんしば』
（提供：天王寺動物公園事務所）

【事業期間】
20年間（平成27年度～令和17年度）

【事業者の負担】
整備費、維持管理費、店舗部分等収益施
設部分の公園使用料

〔住宅地などにおける緑の活用事例（本市における身近な公園再生事業）〕

【事業概要】
主に街区公園において、行政主体の「作
る側の視点」による公園づくりから、利
用者主体の「使う側の視点」による公園
づくりへと発想を転換し、地域住民が主
体となって、独自の施設づくりや、利用
のルールづくりを行い、「地域に愛され育
まれる」公園として花壇づくりや遊具の
設置など公園の再生を行う。

身近な公園再生事業における花壇づくり
本浦公園（南区）

【支援内容】
地域住民が主体となって行う公園再生活
動の立ち上げに必要となる資材（花苗、
ブロックなど）
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　　ア　公園施設の老朽化
　開設から長い年月が経過した公園については、誰もが安全・安心に利用するた
めの適切な維持管理水準の確保が課題となっています。

　　イ　地域特性に応じた公園の整備と管理運営
　個人の価値観やライフスタイルの多様化、少子化・高齢化の進展など市民生活
を取り巻く社会環境の変化に伴い本市が直面する課題に対し、都市公園の持つ多
様な機能を生かし課題解決に貢献するため、既存の資産を一層柔軟に使いこなす
という考え方の下、行政による画一的な管理運営ではなく、多様な主体による、
子育てなど地域の状況や特性を踏まえた公園の整備や管理運営が求められていま
す。

（２）　河岸緑地の整備と活用

　　ア　河岸緑地の整備
　「水の都」を標榜する本市にとって、市域内を流れる河川は、「広島らしさ」を
発信する重要な資産であり、河岸や河川敷を生かした緑地は、個性ある美しい都
市景観と潤いのある都市環境を形成しています。
　このため、天満川、旧太田川、元安川、京橋川、猿猴川の5本の川沿いにおいて、
国、広島県が実施している高潮対策事業と調整を図りながら、河岸緑地の整備を
進めています。

　　イ　水辺に対する市民意識と利用状況
　広島市を「水の都」と実感している市民の割合は、「実感している」と「ある程
度実感している」市民の割合を合わせて68.7％でした。
　また、水辺のオープンカフェについては、令和2年（2020年）3月末時点で9店
舗が営業しており、利用者数は年々増加し約21.7万人となっています。

課題

現状

広島を「水の都」と実感している市民の割合 

29.0 20.9 39.7 6.9 
2.9 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成31年度

実感している

注１ 「広島市市民意識調査」（平成31年度）

ある程度
実感している

あまり実感
していない

実感していない
分からない

無回答
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　　ア　河岸緑地の整備
　河岸緑地は、河川空間の景観上の重要な要素となっているほか、安全で快適な
歩行者空間や散策・休憩の場及び災害時の避難路などとしての役割も担っている
ため、こうしたことに留意しながら引き続き整備する必要があります。

　　イ　にぎわいのある魅力的な水辺空間の創出
　活力、にぎわいがあり、人が憩うことのできる魅力的な水辺空間を創出するため、
民間活力を積極的に導入し、利活用を推進する必要があります。

（３）　地域資源としての農地や森林の保全と活用

　　ア　農林業の現状
　本市は、大都市でありながら水と緑に代表される豊かな緑に恵まれています。
中でも、農地や森林などの緑は、人々にやすらぎと心の豊かさを与えるほか、様々
な経済活動を支えるとともに、水源かん養や良好な景観の形成、レクリエーショ
ンの場の提供、二酸化炭素の吸収など様々な機能を有しています。
　農業における就業人口は年々減少するとともに、高齢化率が平成12年（2000年）
の61.2％から平成27年（2015）年には71.4％に上昇しており、こうしたことを
背景に、経営耕地の面積も平成12年（2000年）の1,688haが平成27年（2015年）
に904haとなり、年々減少しています。
　また、林業就業者数についても、年々減少傾向であり、担い手不足が顕著になっ
ています。

課題

現状

水辺のオープンカフェの利用者及び店舗数の推移 
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農業就業人口の推移（販売農家） 

経営耕地面積の推移（販売農家） 

1,688

1,171
1,065

904

0

500

1,000

1,500

2,000
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平成17年
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(2010年)

平成27年
(2015年)

(ha)

注１ 農林水産省「世界農林業センサス、農林業センサス」より本市作成（各年２月１日時点）
注２ 平成17年に調査体系、調査対象の概念・定義等が変更されているため、グラフの色を変えている。
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注２ 平成22年に林業就業者に分類する対象が変更されているため、グラフの色を変えている。

林業就業者数の推移 

注１ 農林水産省「世界農林業センサス、農林業センサス」より本市作成（各年２月１日時点）
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　　ア　若い担い手の不足
　農地や森林の大部分を占める中山間地・島しょ部や都市近郊の里山などにおい
て、農林業従事者が減少するとともに高齢化が進んでおり、若い担い手の育成に
取り組む必要があります。

　　イ　農地や森林の荒廃
　農地の減少に伴う生産力の縮小低下へ対応するとともに、良好な景観の形成、
生物多様性の確保、土砂災害の緩和などの多面的な機能を発揮させるため、農地
や森林を地域資源として生かしたまちづくりと連携した緑の保全や活用に取り組
む必要があります。

　　イ　都市の農地に求められる役割
　市民が大切だと思う農地の役割は「新鮮な農産物を生産・供給する役割」が
81.1％で最も多く、続いて「やすらぎをもたらす緑地空間の役割」が41.5％、「災
害時の防災空間の役割」が38.1％となっています。

課題

市民が大切だと思う農地の役割 

4.9

22.6

22.8

38.1

41.5

81.1

 (％)0 20 40 60 80 100

その他、無回答

都市農業への理解を深める役割

身近な農業体験の場の役割

災害時の防災空間の役割

やすらぎをもたらす緑地空間の役割

新鮮な農産物を生産・供給する役割

注１ 「広島市市民意識調査」（平成31年度）
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　　ア　多様な主体が参画しやすい仕組みづくり
　公園の維持管理等に大きな役割を果たしてきた町内会などの地域団体は、近年、
加入率の低下や活動の参加者の高齢化などが課題となっており、市民のボランティ
ア等に頼る従来の手法では継続が困難になる恐れがあることから、緑に関する活
動に関心を持っている市民などが多様な主体のもとで参画しやすい仕組みづくり
を進める必要があります。

　　イ　中心的な役割を果たす人材の育成
　地域が主体となって地域の様々な課題にきめ細かく対応していける自主的・自
発的な市民活動を促進するため、緑に関する活動に関心を持っている市民などの
中心的な役割を果たす新たな人材を育成する必要があります。

　　ア　市民との協働
　本市では、「自分たちのまちは自分たちで創る」という意識を市民と共有しなが
ら、「自助」、「共助」、「公助」の適切な組み合わせにより、住民と連携した協働の
まちづくりを展開しています。
　「自宅のガーデニングや緑化」、「公園の清掃や街路樹への水やり」、「田植えなど
の農業体験」など緑に関する活動への市民の関わりについて、「活動している」及
び「活動してみたい」と回答した市民の割合を合わせると86.6％となり、市民の
多くが緑に関する活動に関心を持っていることが分かります。

（４）　緑化の主体的な担い手の育成

課題

現状

緑に関する活動を行っている市民の割合 

活動するつもりはない １３．４％

活動したことがある ５４．１％

今後活動してみたい ３２．５％

注１ 「広島市の緑に関するアンケート」（平成31年度）
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第3章 基本理念とみどりの将来像
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第3章 基本理念とみどりの将来像

１　基本理念

　古来、広島は、中国山地に連なる緑豊かな山々に抱かれ、南には波静かな瀬戸内海が
広がり、太田川、瀬野川など清らかに流れる多くの川に恵まれ、水と緑豊かな世界有数
の恵まれた自然環境を有してきました。

　昭和20年（1945年）8月6日、広島市に人類史上初めて原子爆弾が投下され、多くの
尊い生命が失われました。恵まれた自然も壊滅的な打撃を受け、75年間草木も生えない
と言われました。打ちひしがれた市民の心に、生きる勇気と希望を与えてくれたのは、
焦土の中から萌え出た緑でした。市民や広島のまちにとって、緑は「生命」そのもので
あり、「平和」の象徴です。

　さらに、地球温暖化などの環境問題の顕在化や自然災害リスクの高まり、良好な自然
環境の消失といった都市の持続可能な発展を脅かす問題への対応が求められる現在、多
様な機能を持つ緑は、人々が持続的に良好な環境の下で生活を送ることのできる都市の
象徴でもあります。

　広島において緑は、「生命」、「平和」、「持続可能な都市」の象徴であり、市民とともに
「みどりのまちづくり」に取り組んでいく必要があります。

　都市に住む人々が良好な環境の下で、市民一人一人が尊厳を保ちながら人間らしい生
活を送ることができるよう、広島市は、すべての生き物の命につながる水と緑を大切にし、
愛着と誇りを持ってゆとりとやすらぎのある生活を送ることができる都市づくり、市民
や広島を訪れる世界の人々が人類の恒久平和を実感できる都市づくり、多様な市民が生
き生きと暮らせるまちづくりを進めています。

　こうしたことを踏まえ、本市の都市像である「国際平和文化都市」を緑の分野で具現
化するため、引き続き、「水・みどり・いのちの輝くまち　ひろしまの実現」を基本理念
に掲げ、その実現を目指します。

水・みどり・いのちの輝くまち　ひろしまの実現
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１　平和を実感できるまち

２　水・緑を大切にするまち

３　ゆとりとやすらぎが感じられるまち

４　花と緑と音楽のあふれる美しいまち

２　みどりの将来像

　基本理念が実現されたまちの将来像として、次のような姿を描きます。

　全ての市民が健やかで、その価値観やライフスタイルに応じて生き生きと暮らし、
誰もが平和の尊さを実感できる豊かな文化と人間性を育む都市になっている。

　市民の緑に対する価値観、美意識、緑との付き合い方などの緑に関する文化意識を
高めることによって、全ての生き物の命につながる水と緑を大切にするまちが、さら
に輝きを増している。

　潤いのある生活環境を形成する緑の存在を享受し、高齢者や子ども、障害者などを
含む多様な市民が、安全・安心に暮らせる生活基盤が整備され、快適に暮らせる都市
になっている。

　言葉は通じなくとも、見る人、聞く人の心に直接働きかけ、共感を生むことができ
る力を持つ花と緑と音楽がまちにあふれ、憩いと華やかさに満ちた景観を作り出すこ
とで、来訪者に広島のおもてなしの心を表し、悲惨な原爆被害から復興した広島の平
和の心も語り掛ける都市になっている。
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　「みどりの将来像図」として、4つの「みどりの将来像」で描く基本理念の実現された
緑豊かなまちの姿を表しました。

太田川太田川

八幡川八幡川広島市植物公園広島市植物公園 瀬野川瀬野川

牛田山牛田山宗箇山宗箇山

窓ヶ山窓ヶ山

石ヶ谷峡石ヶ谷峡

宇賀峡宇賀峡

鉾鶏山鉾鶏山

牛頭山牛頭山 南原峡南原峡

白木山白木山

神ノ倉山神ノ倉山

呉娑々宇山呉娑々宇山

絵下山絵下山

Ｎ

緑がある水辺空間

緑の拠点

森林ふれあいゾーン

内陸部の豊かな緑
大規模な森林や農地が広がる地域です。豊かな自然を
保全するとともに、森林や農地を地域資源として生か
したまちづくりを進めます。

市街地を囲む緑
市街地に接し、まちの背景となっている青垣山などの
緑が連なる地域です。里山などを保全し、身近に自然
に親しむ場として活用します。

緑の新市街地
主に住居系の市街地の地域です。住宅、事業所、公園、
道路、公共建築物などの緑化や団地周辺の樹林、社寺
林などの保全により、緑豊かな居住環境を形成します。

緑のデルタ市街地
主に商業・業務系の市街地の地域です。ビルの壁面や
敷地内の空地、公園、道路、河岸などの緑化や社寺林、
屋敷林などの保全により、緑豊かな都市環境を形成し
ます。

河岸緑地や臨海部の工場の緑などにより、水と緑が一
体となって連続する水辺空間を形成します。

にぎわいの創出や防災など様々な役割を果たす大規模
な都市公園やこれに類する施設など、緑のまちづくり
の拠点、緑に親しむ拠点です。

自然環境の保全、自然資源を活用した施設の整備など
により、市民が自然とふれることのできるゾーンを形
成します。

花によるおもてなしの拠点
市民や企業等と一体となって五感に響くまちづくりを
推進するための花を飾る活動や交流の拠点、美しい花
を体感できる拠点です。

平和の緑（東西軸）
デルタ市街地を東西に走る、供木運動などにより形づ
くられた広島の復興と平和を象徴する緑の空間です。

平和の緑（南北軸）
都心を南北に流れる河川により広島らしい景観を形成
する水辺の空間です。

広島の平和を象徴する都心の緑
平和記念公園・平和大通り・河岸緑地など広島を代表
する緑が集まっている地区です。これらの緑の保全・
育成と民有地の緑化などにより、広島の平和を象徴す
る緑の都心空間を形成します。

みどりの将来像図の構成要素と内容

みどりの将来像図
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　水と花と緑の豊かな空間によるネットワークの形成された「花と緑と音楽のあふれる
美しいまち　ひろしま」の姿を表しました。

Ｎ

広島駅広島駅

二葉山二葉山中央公園中央公園

平和記念公園平和記念公園
広島市民球場広島市民球場

原爆ドーム原爆ドーム

広島城広島城

縮景園縮景園

平和大通り平和大通り

相生通り相生通り

比治山公園比治山公園

都心における水・花・緑のネットワーク図

平和の緑（東西軸）
デルタ市街地を東西に走る、供木運動などにより形づ
くられた広島の復興と平和を象徴する緑の空間です。

平和の緑（南北軸）
都心を南北に流れる河川により広島らしい景観を形成
する水辺の空間です。

緑の拠点
にぎわいの創出や防災など様々な役割を果たす大規模
な都市公園やこれに類する施設など、緑のまちづくり
の拠点、緑に親しむ拠点です。

緑のネットワーク
公園や道路など都心における緑豊かな空間で構成する
緑のネットワークです。

花によるおもてなしの導線
陸の玄関である広島駅と、観光の中心である平和記念
公園を結ぶ導線となる花と緑のあふれる美しい空間で
す。

花と緑と水の回廊
緑の拠点や交通拠点を、水と緑豊かな空間や花で演出
した空間などで結ぶ回廊です。
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３　計画の目標水準

　「みどりの将来像」の実現に向け、計画期間における「基本目標」及び「基本目標」を
達成するための4つの「計画の目標水準」を以下のとおり設定します。

　なお、「計画の目標水準」を達成するための個々の施策の目標については、この計画に
定める各施策を具体化するためのアクションプログラムである「広島市みどりの推進計
画」において、別途、定めます。

　※　�「基本目標」及び「計画の目標水準」において、「現在値」は平成31年度（2019年度）の実績、
「目標値」は令和12年度（2030年度）における目標です。

（１）　基本目標
広島を緑豊かなまちであると実感している市民の割合

　　　  　　現在値　　　　　　　　　　　 目標値
６９．３％（平成31年度）　⇒　７５．０％（令和12年度）

　緑豊かなまちをつくるためには、緑の量を確保することだけでなく、市民が緑豊
かなまちであると実感していることが大切です。そのため、広島を緑豊かなまちで
あると実感している市民の割合を増やすことを基本目標として掲げます。

（２）　計画の目標水準
　「基本目標」を達成するため、「都市公園の整備」や「緑地の保全」、「緑化の推進」の
観点から、以下の「目標水準」を設定します。

都市公園の整備
〔公園緑地の面積〕
　　　　 現在値　　　　　　　　　　　　目標値

９８７ｈａ（平成31年度）　⇒　１，０００ｈａ（令和12年度）

　公園緑地は、市が都市公園として開設することによって永続性のある緑地となり
ます。公園緑地には、市が整備するものと開発行為等によって整備されたものを市
が引き継ぐものがあり、これらを合わせて1,000ｈａとすることを目標とします。

緑地の保全
〔市街化区域における緑の面積の割合〕
　　　　　　現在値　　　　　　　　　　　目標値

２１．５％（平成31年度）　⇒　現状維持（令和12年度）

　市街化区域内の緑は宅地化などにより消失しやすい状態にあります。このため、
緑地の保全や公共空間等における新たな緑づくりによって、現在の緑の面積の割合
を維持することを目標とします。
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緑化の推進
〔都心における緑視率〕
　■ 平和大通りなど広島の平和を象徴する場所
　　　　　 現在値　　　　　　　　　　　 目標値

４２．９％（平成31年度）　⇒　現在値以上（令和12年度）

　■ 再開発地区などにぎわいの中心となる場所
　　　　　 現在値　　　　　　　　　　　 目標値

　８．６％（平成31年度）　⇒　現在値以上（令和12年度）

　■ 広島駅など交通結節点
　　　　　 現在値　　　　　　　　　　　 目標値

１６．４％（平成31年度）　⇒　現在値以上（令和12年度）

　緑豊かな自然環境などが少ない都心において、立体的に捉えることのできる緑を
増やし、緑豊かなまちであると実感してもらうため、人の視界における緑の量の割
合である緑視率を現在値以上にすることを目標とします。

〔緑に関する活動に参加したことのある市民の割合〕
　　　　　 現在値　　　　　　　　　　　 目標値

５４．１％（平成31年度）　⇒　６０．０％（令和12年度）
　緑に関する活動への参加は、自主的な緑のまちづくりを行うきっかけとなります。
このため、緑に関する活動に参加したことのある市民の割合を60.0％に増やすこと
を目標とします。
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第4章 重視すべき視点

　「緑に関する動向」や「本市における緑の現状と課題」等を踏まえ、「基本理念」の実
現に向けて重視すべき視点を次の5つに整理しました。

　近年、大都市の都心部等では、魅力的な緑地空間が持つ集客効果が広く民間事
業者等に浸透してきたことなどを背景に、にぎわいの拠点となる広場空間など良
好な緑とオープンスペースの創出が進んでいます。
　一方、本市では、中央公園、平和大通りなどの都心における公共空間の再整備
や、紙屋町・八丁堀地区の「都市再生緊急整備地域」指定などを契機として、再
開発や建物の建替えが進みつつあります。
　そのため、こうした動きを好機と捉え、都心のリニューアルに合わせた都市の
魅力向上につながる緑とオープンスペースの創出に取り組む必要があります。

　本市の公共施設は、高度経済成長期に整備されたものが多く、施設の老朽化や
機能の陳腐化が進みつつあり、老朽化した公園施設については、計画的な更新な
ど適切な維持管理により利用者の安全を確保する必要があります。
　また、比治山公園や旧広島市民球場跡地における「公募設置管理制度（Park-
PFI）」の活用、民間事業者等による河岸緑地のにぎわいづくりなど、行政、市民、
民間事業者等の効果的な連携により、ストックの有効活用を進める必要がありま
す。

「都市の魅力を高めるみどり」をつくる視点１

「みどりのストック」を生かす視点２
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　平成26年度に安佐南区及び安佐北区で発生した豪雨災害や平成30年度に発生
した西日本豪雨災害をはじめ、近年の地球温暖化に伴って全国各地で豪雨災害が
多発するなど、異常気象の常態化が進みつつあります。
　そのため、自然災害の発生要因となる地球温暖化防止に向けた山林などの保全、
グリーンインフラの考え方を取り入れた緑が持つ機能を活用した施設や、防災に
配慮した公園施設の整備など、災害に強いまちづくりを進める必要があります。
　また、都市のブランドとなる緑の存在による美しく風格ある都市の実現に向け、
市街地を取り囲む山々の豊かな緑と、都心の緑や建築物と調和のとれた、広島な
らではの美しい都市景観の形成を進める必要があります。

　公園などの緑とオープンスペースは、従来から地域におけるレクリエーション、
景観形成、環境保全、防災などの機能を担ってきましたが、これらに加え近年で
は、地域におけるコミュニティ形成や地域活性化、観光振興、環境教育などさま
ざまな役割が期待されるようになってきています。
　一方、公園の維持管理等に大きな役割を果たしてきた町内会や自治会などの地
域団体は、近年、加入率の低下や活動の参加者の高齢化などが課題となっており、
身近な公園等における持続可能な「みどりづくり」に向けて、中心的な役割を果
たす人材の育成や多様な主体が参画しやすい仕組みをつくる必要があります。

　本市は、経済面や生活面で深く結び付いている、広島市の都心部からおおむね
60kmの圏内にある24市町と「広島広域都市圏」を構成しています。この圏域
内のヒト・モノ・カネ・情報が、圏域内で「循環」するとともに、圏域外からの
ヒト・モノ・カネ・情報を呼び込み、さらにそれらが圏域内で「循環」すること
を基調とする「ローカル経済圏」の構築は、圏域内の地域資源や地域産業が付加
価値を生み続ける、経済活力とにぎわいに満ちた圏域の実現につながります。
　こうした「ローカル経済圏」の構築を「みどり」の分野で実現するため、令和
2年に県内一円で開催した「第３７回全国都市緑化ひろしまフェア」の開催をきっ
かけとして、県や他の市町、花きの生産・流通、観光等の関係者と共同で、圏域
内の回遊と交流を生み出す広域都市圏の活性化の視点に立った「みどりづくり」
の取組を進める必要があります。

「多様なみどりの機能」を生かす視点３

持続可能な「みどりづくり」に向けた人材と仕組みをつくる視点４

「『みどりづくり』のローカル経済圏」をつくる視点５
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第5章 基本理念を実現するための施策

１　基本方針

　都市公園などのまちの基盤となる緑は、その多様な機能により、都市における様々な
課題の解決への寄与が期待されています。このため、引き続き都市公園の整備を進めます。

　また、近年、都市公園法の改正によるＰａｒｋ－ＰＦＩなど「民」との連携により緑
の持つ機能をまちづくりに生かす制度が創設されています。この制度の活用などにより、
都心の公共空間や大規模な民有緑地などにおいて、多くの人が集まることでにぎわいを
生み出す質の高い緑化を行うとともに、美しく品のある都市景観を創出します。

　一方、市民の日常生活の場となる地域では、市民の生き生きとした暮らしを支える身
近な公園の再生を進めるなど、それぞれの地域の特性や市民のニーズに応じた緑の創出
と活用に取り組みます。

　本市は太田川河口デルタを流れる6つの川、南側の瀬戸内海やその沿岸部、中国山地か
ら連なり市街地を取り囲む北側の緑濃い山々など、水と緑に代表される自然に恵まれて
います。

　本市にとって水と緑は、原爆の投下により75年間は草木も生えないと言われた被爆の
惨状を乗り越えた復興の証として特別な意味を持っており、特に、河岸緑地や平和記念
公園、平和大通りは広島のまちの特徴的な緑の景観を形成しています。

　こうした景観を形成する魅力的な資源の一つである河岸緑地の整備を引き続き進める
とともに、水辺空間の活用に取り組みます。また、都心における質の高い緑化や、平和
記念公園などにおける緑の保全と育成を進め、山の緑を借景とした自然環境と調和のと
れた広島固有の美しい都市景観を形成する緑を創出します。

魅力あるまちの基盤となるみどりの創出と活用

広島らしい景観を形成するみどりの創出と活用

　基本理念の実現に向けた今後10年間における緑のまちづくりの実現のため、次の4つ
の基本方針により取り組みます。

基本方針１

基本方針２
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　森林を代表とする豊かな緑は、温室効果ガスの吸収による地球温暖化の防止や水源か
ん養、土砂災害の緩和・防止への寄与などの機能を有しています。

　こうした緑の持つ機能を最大限に発揮させるため、将来にわたって森林などの豊かな
自然環境を保全するとともに、市街地近郊の里山や中山間地域・島しょ部のまちづくり
につながる自然環境の活用とその担い手の育成に取り組みます。

　また、市街地及び市街地近郊の農地は、食糧供給や市民の憩いの場となるとともに雨
水の流出抑制などの機能を有していることから、本市の自然の恵みや地域の特性等を生
かしつつ、保全とその活用に取り組みます。

　道路や公園などの公共施設の緑地管理に対する市民の理解や協力を得るとともに、市
域の大部分を占める民有地の緑化を進めることが緑豊かなまちをつくることにつながり
ます。

　このため、緑に関わる人材の育成や多様な主体が参画しやすい仕組みづくりを進め、
市民、企業、行政が、それぞれの役割を適切に果たしながら緑づくりとその活用に取り
組みます。

　また、緑化推進制度などの運用による民有地緑化を進めるとともに、供木や被爆樹木
の継承など平和を象徴する緑の継承を進めます。

多面的な機能を有する豊かなみどりの保全と活用

市民とともに取り組む持続可能なみどりづくりと活用

基本方針３

基本方針４
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２　施策方針と施策

　4つの「基本方針」の下に9の「施策方針」と22の「施策」を示します。

《計画の体系図》

基本
理念

水
・
み
ど
り
・
い
の
ち
の
輝
く
ま
ち
　
ひ
ろ
し
ま
の
実
現

みどりの将来像

1　平和を実感でき
るまち

2　水・緑を大切に
するまち

3　ゆとりとやすら
ぎが感じられる
まち

4　花と緑と音楽の
あふれる美しい
まち

基本方針

魅力あるまちの基盤とな
るみどりの創出と活用

基本方針１

広島らしい景観を形成す
るみどりの創出と活用

基本方針２

多面的な機能を有する豊
かなみどりの保全と活用

基本方針３

市民とともに取り組む持
続可能なみどりづくりと
活用

基本方針４
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施策方針 施策

施策方針（1）
まちに風格とにぎわい、潤いを
もたらす緑・オープンスペース
の創出

施策① 体系的な公園緑地の整備
施策② 多様な機能を持つ公園緑地の整備
施策③ 民間活力を活用した公園緑地の再整備
施策④ 公共空間における緑の創出
施策⑤ 民有地における質の高い緑とオープン

スペースの創出施策方針（2）
地域特性に応じた個性的な魅力
を生かした公園緑地の活用と適
切な管理

施策⑥ 地域特性に応じた活用と多様な主体に
よる管理

施策⑦ 安全・安心に利用できる公園の管理

施策方針（3）
水辺の魅力を引き出すみどりの
創出と活用

施策⑧ 水辺の特性を生かした公園緑地の整備
施策⑨ 緑を活用した魅力ある水辺づくり

施策方針（4）
背景となる緑と調和したまちの
みどりの創出

施策⑩ まちの魅力向上につながる豊かな緑の
創出

施策⑪ 都心を回遊する「水・花・緑のネット
ワーク」の形成

施策方針（5）
森林の保全と活用

施策⑫ 森林の保全
施策⑬ 森林の活用と魅力ある里山づくり

施策方針（6）
農地の保全と活用

施策⑭ 農地の保全
施策⑮ 農地の再生と活用

施策方針（7）
持続可能な「みどりづくり」に向
けた人材の育成と仕組みの整備

施策⑯ 市民意識の醸成
施策⑰ 「みどりづくり」を担う人材の育成
施策⑱ 「みどりづくり」の機会や場の提供

施策方針（8）
市民主体の民有地緑化の推進

施策⑲ 用途に応じた民有地の緑の創出
施策⑳ 民有地緑化への支援

施策方針（9）
平和を象徴する緑の継承

施策� 供木や被爆樹木などの継承
施策� 平和記念公園と平和大通りの緑の継承
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　市民の「重要な資産」である都市公園は、市民の憩いの場となるだけでなく、都市
を象徴する景観の形成や観光振興の拠点、ヒートアイランド現象の緩和、災害時の避
難地の提供など多様な機能を有しており、都市における様々な課題解決への活用が期
待されていることから、引き続き体系的な公園緑地の整備などを進めます。

　中央公園などの既存の公園では、Ｐａｒｋ－ＰＦＩなど民間活力を最大限に活用す
ることで、「にぎわいの空間」を創出します。

　また、公共空間において花と緑を飾る取組などを進めます。

　市街地の大部分を占める民有地においては、都心のリニューアルに合わせた質の高
い緑とオープンスペースの創出を進め、都心などで不足する都市公園との連携などに
より、まちににぎわいをもたらす緑とオープンスペースの効果的な創出を進めます。

魅力あるまちの基盤となるみどりの創出と活用基本方針１

施策方針（１）
　まちに風格とにぎわい、潤いをもたらす緑・オープンスペースの創出

○　魅力と親しみのある都市基幹公園の整備
・市民の休息や散歩、運動等に供する総合公園や運動公園について、１区に各１

か所程度の整備に向け、適地選定を行い、事業化に努めます。

街区公園の整備（安佐南区 沼田公園）

施策① 体系的な公園緑地の整備

○　歩いて行ける住区基幹公園の整備
・地域の身近な憩いの場である街区公園の整備を進めます。また、地域のスポー

ツやレクリエーションの場である近隣公園について、１小学校区に各１か所程
度を目標として整備を進めます。
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施策② 多様な機能を持つ公園緑地の整備

○　平和記念公園の機能強化
・原爆死没者の慰霊と世界恒久平和

を祈念する場である平和記念公園
にふさわしい環境を維持するため、
計画的な樹木の育成管理を行うと
ともに、植栽の適切な維持管理を
行い、本市を象徴する緑として美
しく健全な姿が保たれるよう取り
組みます。

・平和の聖地にふさわしい都市公園として、施設の改良や維持管理を行います。

○　都市防災に役立つ公園緑地の整備
・災害時の避難場所、避難路や救援活動の場となる公園緑地の整備を進めます。

○　健康づくりに役立つ公園緑地の整備
・一人一人の市民がライフスタイルに応じた健康づくりなどを気軽に行うことが

できるよう、健康遊具を備えた公園緑地の整備を進めます。

○　生物多様性の確保に資する公園緑地の整備
・安佐動物公園がこれまで果たしてきた社会的意義を継承しながら再整備を進め、

幅広い層に受け入れられる観光資源としての新たな魅力の創出に取り組みます。
・花と緑のまちづくりを全市的に進めていく上で、拠点施設となる植物公園の機

能強化を図ります。
・動植物・昆虫の展示、社会教育へ

の協力、学校教育活動の受入れな
どを通じて、知識や愛護思想の普
及、かん養を図るとともに、希少
な動植物・昆虫の生息域内保全・
生息域外保全を行い、生物多様性
の保全に取り組む場としての施設
や機能の整備・充実を図ります。

・地形や植生を生かした生物多様性
の確保の一翼を担う公園緑地の整
備を進めます。

平和記念公園

安佐動物公園（マルミミゾウ舎新築）
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○　多様なレクリエーションが楽しめる公園緑地の整備
・広域的なスポーツ交流の拠点となる広

島広域公園の施設や機能を充実・強化
します。

・史跡中小田古墳群を活用した歴史を学
ぶことができる緑地など、地域の特
性を生かした公園緑地の整備を進めま
す。

○　グリーンバンク広場の整備
・公園の再整備や道路整備などで支障と

なる樹木の仮植え場となる筒瀬グリー
ンバンク広場（仮称）を運動広場と一体的に整備します。

広島広域公園第二球技場（人工芝の張替）
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施策③ 民間活力を活用した公園緑地の再整備

○　中央公園の再整備と有効活用
・中央公園については、各施設の再整備や有効活用により、公園に本来期待され

る「くつろぎの空間」の充実に加え、新たな「にぎわいの空間」の創出に取り
組み、平和記念公園と連携した都心にふさわしい機能を有する魅力ある公園と
します。

・旧広島市民球場跡地については、市民や観光客等の来訪者が日常的に憩い、く
つろぐことのできる花と緑にあふれる洗練されたオープンスペース及び、国際
的な大会から日常的な行事まで大小様々なイベントが常時開催されるイベント
広場を整備します。

・広島の新たなシンボルとなるサッカースタジアムを中央公園広場に建設すると
ともに、年間を通じて多くの人が訪れる魅力ある空間となるよう、スタジアム
のスタンド下等に効果的なにぎわい機能を導入します。

・広島城については、広島城の築城から始まった広島の歴史を感じてもらうこと
ができるよう歴史的な雰囲気を醸し出す中心的なゾーンとして、天守閣の耐震
性を確保するための方策について取組を進めます。また、三の丸へのにぎわい
施設等の整備に向けた取組を進めます。

○　平和大通りのにぎわいづくり
・平和大通りの緑地部分を都市公園化し、にぎわいがあり誰もが憩える空間にす

るよう取り組みます。

○　比治山公園「平和の丘」に係る取組の推進
・比治山公園の歴史的価値や立地特性を踏まえ、「国際平和文化都市として復興し

た広島の『今』を実感できる新たな拠点」として再整備を進めます。

旧市民球場跡地（イベント・集客ゾーンのイメージ）
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施策④ 公共空間における緑の創出

○　公共建築物における緑化の推進
・庁舎・文化施設など市有建築物の新築や増改築に際しては、量感と季節感のあ

る緑化やコーナー部への高木植栽等により、市民が親しめる空間とするととも
に地域のシンボルとなる緑化を行うなど、質・量ともに民間建築物の模範とな
るような緑化を進めます。

○　公共空間に花と緑を飾る取組の推進
・陸の玄関である広島駅周辺地区や紙屋町・

八丁堀地区などの都心、海の玄関である
広島港周辺地区を中心に、道路などの既
存空間を活用した花と緑を飾る取組を進
めるとともに、企業や市民等と連携した
維持管理を行います。

・都心の大規模な跡地や交通拠点の整備あ
るいは再整備に当たっては、花と緑にあ
ふれる空間の整備を行うとともに、企業や市民等と連携した維持管理を行います。

・区役所や公民館など、市民に身近な公共施設で、地域団体等と協力して花と緑
を飾る取組を進めます。

・公園や道路など公共性の高い場所で花壇づくりを行う地域団体等を支援するな
ど、地域による活動の輪を広げ、地域特性を生かした花と緑あふれるまちづく
りを進めます。

○　植栽と街路樹の再生による快適な道路空間の形成
・新設・改良する都市部の道路においては、道路景観や沿道環境の改善を図るため、

地域特性等に応じ、周辺環境と調和が図れる場合は、歩道等に植栽を行うとと
もに、既存の道路においても、歩行者などの安全かつ快適な交通を確保した上
で沿道環境等に応じ、植栽を行います。また、大木化、老朽化が進む街路樹に
ついて、道路空間や周辺環境との調和を重視した街路樹への計画的な再生に取
り組みます。

・街路樹の良好な育成を図るため、「道路・公
園緑化ガイドライン」を活用し、植栽環境
や樹種の特性に配慮した樹木の管理を行う
とともに、せん定などの維持管理の改善に
取り組みます。

四季の花プランター設置事業（相生橋）

良好な育成が図られた街路樹（中広宇品線）
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施策⑤ 民有地における質の高い緑とオープンスペースの創出

○　緑化重点地区における民間主体による緑化の推進
・「緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区（緑

化重点地区）」を市街化区域全域とし、民有地においてＮＰＯ法人や企業等の民
間主体が公園と同等の空間を創出する取組を進めるなど、官民が連携した緑と
オープンスペースの創出を進めます。

○　再開発などに合わせた民有地の緑化
・地区計画制度や総合設計制度などにより確保される空地において、都心におけ

るみどりのネットワークの一部として都市の魅力向上につながる質の高い緑を
創出するため、緑の効果などを取りまとめた「民有地緑化ガイドライン」を活
用します。

・都市再生緊急整備地域に指定され
ている紙屋町・八丁堀地区をはじ
めとする都心において、再開発や
建替え等の都心空間のリニューア
ルに合わせ、にぎわいの拠点とな
る広場空間を整備するなど、都心
の魅力づくりをリードする緑と
オープンスペースの創出を進めま
す。

2020年8月建て替えに合わせて新設された
広島アンデルセンのヒュッゲパーク

（提供：アンデルセングループ）
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　社会の成熟化が進み市民のライフスタイルや価値観が変化する中で、公園緑地に対
する市民のニーズも多様化していることから、既存の公園の有効活用を図るため、規
制・ルールの緩和等の弾力的な運用や子育て、都心のビジネス機会の形成支援等の地
域のニーズに対応した施設更新など、それぞれの地域にふさわしい多様な主体による
公園緑地の活用を進めるとともに、民間活力を活用した公園の有効活用を進めます。

　また、長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の計画的な更新や修繕など維持
管理を行うとともに、ユニバーサルデザインを取り入れた施設の整備・更新を進め、
誰もが安全・安心に利用できるよう取り組みます。

施策方針（２）
　地域特性に応じた個性的な魅力を生かした公園緑地の活用と適切な管理

施策⑥ 地域特性に応じた活用と多様な主体による管理

○　市民主体の公園づくりの推進
・新たに整備する街区公園について、地域の実情や住民の意見を取り入れた整備

を行います。
・既存の公園の有効活用を図るため、地域住

民が主体となった公園利用のルールづくり
や特色ある施設整備など身近な公園の再生
に向けた取組を推進するとともに、地域の
実情に合わせた規制・ルールの緩和等の弾
力的な運用を進めます。

・地域団体等と連携し、子どもが自然に触れながら年齢の異なる集団の中で遊ぶ
ことのできる冒険遊び場づくりを行います。

○　市民との協働による公園の管理と利用の促進
・街区公園清掃等報奨金制度を運用し、地域団体による公園清掃等を支援・促進

するとともに、指定管理者制度を活用し、市民が利用しやすい施設の管理に取
り組みます。

○　民間活力を活用した公園緑地の活用と管理
・中央公園広場へのサッカースタジアムの建設と広場の再整備や旧広島市民球場

跡地における民間活力を最大限に活用したイベント広場の整備、広島城三の丸
へのにぎわい施設等の整備など中央公園全体の再整備と有効活用に取り組みま
す。

・平和大通りのにぎわいづくりを進めます。

身近な公園再生事業（南区 松川公園）
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施策⑦ 安全・安心に利用できる公園の管理

○　安全・安心対策事業の推進
・市民が安全で安心に公園を利用することができるよう、公園施設の長寿命化計

画に基づき更新や修繕を行うなど、公園施設の適切な維持管理に取り組みます。

○　誰もが利用しやすい公園緑地の整備
・年齢や障害の有無などに関係なく、できるだけ多くの人が安全で快適に利用で

きるようユニバーサルデザインを取り入れた公園施設の整備を進めます。
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　「水の都」を標榜する本市にとって、市域内を流れる河川は「広島らしさ」を発信
するための重要な資産です。「本市の宝」として、まちづくりの観点から河岸緑地の
整備を進めるとともに、住民・事業者等による水辺の良好な景観の維持やにぎわいづ
くりなどを実施し、水辺の魅力を最大限に引き出すことで市民や来訪者が憩い集える
ような快適でにぎわいのある水辺空間を創出します。

広島らしい景観を形成するみどりの創出と活用基本方針２

施策方針（３）
　水辺の魅力を引き出すみどりの創出と活用

施策⑧ 水辺の特性を生かした公園緑地の整備

○　河岸緑地の整備
・豊かな水と緑に恵まれた魅力ある都

市景観の形成や、水辺空間を憩いや
安らぎ、潤いを感じられる空間とす
るため、高潮対策事業に合わせ天満
川、旧太田川、元安川、京橋川、猿
猴川沿いの空間において河岸部の特
性を生かした親水性のある公園とし
ての整備を進めます。整備に当たっ
ては、緑の帯が連続するようクスノ
キ等の常緑高木を主体とした緑量の
確保に努めるとともに、川ごとにその川を象徴するような花木なども植栽しま
す。

○　河岸部などの特性を生かした公園緑地の整備
・太田川の高水敷（新庄橋～太田川橋の間）について、地域住民との協働で効率

的な維持管理ができるよう、整備のあり方を検討します。
・臨海部において、広島県と連携して緑地の計画的な整備を促進し、市民への開

放を図ります。

京橋川の河岸緑地（鶴見橋より臨む）
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施策⑨ 緑を活用した魅力ある水辺づくり

○　水辺の整備・演出
・広島駅周辺において、「水の都」の玄関口にふさわしい象徴的な空間とするため、

水辺空間の整備及び維持管理に取り組みます。
・水辺に近い店舗等への苗や種の配布、河岸緑地への植樹やプランターの設置等、

花と緑による修景の実施など、引き続き、美しい水辺空間の創出に向けて取り
組みます。

○　オープンカフェの実施
・「水辺のオープンカフェ」について、

現在の質の高い空間を保持しつつ、
四季折々の演出や民間事業者との連
携強化など、引き続き、付加価値づ
くりに取り組みます。

○　海辺の豊かな自然の再生
・良好な自然環境を有し、多様な水産資源を育むために重要な藻場や干潟につい

て、市域における分布状況の把握や再生に取り組みます。

京橋川のオープンカフェ
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　平地部周辺にある比較的緩やかな山ろくとそれを取り囲む中国山地の山々は、本市
固有の緑の景観において重要な役割を果たしており、市街地背後の連続性のある山林
斜面や稜線は、空間のまとまりや潤い、安らぎを感じさせる要素となっています。そ
のため、こうした背景となる緑と調和した、市街地の公園などの公共空間や民有地に
おける豊かな緑を創出します。

　また、都心は、市街地を流れる河川や河岸緑地、平和大通り、平和記念公園など、
水と緑に囲まれ、恵まれた都市環境にあります。こうした特徴を生かして、公共空間
における緑の保全と育成、花による演出などに取り組み、「水・花・緑のネットワーク」
を形成します。

施策方針（４）
　背景となる緑と調和したまちのみどりの創出

施策⑩ まちの魅力向上につながる豊かな緑の創出

○　緑豊かな公園緑地の整備
・中央公園の再整備や河岸緑地の整備など、都心における緑豊かな空間となる公

園緑地の整備を進めます。

○　再開発などに合わせた民有地の緑化
・広島駅周辺地区や紙屋町・八丁堀地区をはじめとする都心において、再開発や

建替えなど都心空間のリニューアルに合わせ、緑とオープンスペースの創出を
進めます。

○　良好な都市景観の形成
・緑のネットワークを形成する路線などにお

いて、風格ある都市景観の形成につなが
る美しい並木づくりを進めます。

・景観計画や事前協議制度による景観誘導により、敷地内の緑化や建築物等にお
ける屋上緑化、壁面緑化を進めるなど、本市の特性を生かした良好な景観の形
成に取り組みます。

平和大通り
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施策⑪ 都心を回遊する「水・花・緑のネットワーク」の形成

○　都心をめぐる魅力的な空間の形成
・市街地を流れる河川や河岸緑地、平和

大通り、平和記念公園、比治山公園など、
水と緑に囲まれ、恵まれた都市環境を
生かし、水と緑のネットワークの形成
を図ります。

・陸の玄関である広島駅周辺地区や紙屋
町・八丁堀地区などの都心を中心に、
花壇やプランターを花で彩り、市民や
来訪者にとって魅力的な空間を創出し
ます。

・観光客が平和記念公園などの緑の地域資源を快適に巡ることができるよう、公
共空間における魅力的な空間を創出するなどウォーカブルなまちづくりを進め
ます。

○　平和記念公園の緑の保全と育成
・平和記念公園の景観向上及び樹勢回復

を目的とした樹木の管理を行い、本市
を象徴する緑として美しく健全な姿が
保たれるよう取り組みます。

・市民ボランティアと連携した土壌表面
への木片チップの敷き均しなどを進め、
樹勢の回復と樹木の健全な育成に取り
組みます。

○　平和大通りの緑の保全と育成
・都市内の貴重な緑地空間として、広島の復興と発展を支えてきた平和大通りの

樹木について、適切な維持管理を行い、美しく健全な姿が保たれるよう取り組
みます。

平和記念公園と平和大通りの緑

樹木いきいきボランティア（平和記念公園）
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　市域の3分の2を占める森林は、木材生産機能や水源のかん養、二酸化炭素の吸収、
土砂災害緩和、生物多様性の確保など多面的な機能を有しており、民有林を含む全て
の森林が市民生活に恩恵をもたらす貴重な財産です。森林を健全な状態で次世代に引
き継ぐため、間伐や人材育成、担い手の確保のほか、林業の安定的な経営環境の整備
など、その保全に取り組みます。

　また、中山間地域では、都市部と比較して人口流出と高齢化が著しく、このまま放
置すると地域コミュニティの存続自体が脅かされかねない状況にあることから、土地
所有者等の理解を得ながら、健全な森林の育成に向けた間伐材等の利活用やそのビジ
ネス化を図るための環境整備、市民に身近な里山林の整備等による人と野生鳥獣の共
存できる環境の確保、都市部との交流人口の拡大に向けた取組など、地域の活性化に
つながる自然環境の活用に取り組みます。

多面的な機能を有する豊かなみどりの保全と活用基本方針３

施策方針（５）
　森林の保全と活用

施策⑫ 森林の保全

○　市民との協働による森林（もり）づくりなどの推進
・森林に関する知識習得に係る講習会を実施し、市民による自発的な森林（もり）

づくりを促進するとともに、林業体験活動など森林の重要性について市民の理
解を深める取組を進めます。また、「もりメイト育成講座」などを通じて、森林

（もり）づくりの自主的活動を行う森林ボランティアの育成を図ります。

○　林業の振興による森林の保全
・森林の有する木材生産機能に加え、水源かん養や二酸化炭素の吸収、山地災害

防止などの公益的機能を発揮させるため、活力ある森林の育成を基本に、林道
などの林業基盤の整備、森林資源の保全・保護など、林業の振興を図ることに
より、森林の保全に取り組みます。また、広葉樹造林や複層林施業など、人と
野生動物が共存できる多様な森林整備に取り組みます。

・「ひろしまの森づくり県民税」を活用した人工林の間伐や、里山整備などの森林
管理を行った森林所有者への支援など、適切な森林管理を促進します。

・「森林環境譲与税」を活用し、荒廃した私有林を、意欲と能力のある林業経営者
が管理することができる仕組みづくりを行います。
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○　水源林の育成
・水源かん養の効果の高い森林を対象に、市が土地所有者に代わって造林・育林

を行うとともに、太田川源流域を主体とした森林の造成整備を行い、森林の持
つ水資源のかん養及び災害防止機能を高めることによって、水資源の確保に努
めます。

○　宅地開発などにおける緑の保全と緑化
・宅地開発の計画に対して、緑化及び緑地保全に関する施策や計画に整合させる

よう指導します。また、防災や緑地の保全、生物多様性の確保の観点から開発
地の地区計画を策定し、開発地に残された森林を保全します。

・一定規模以上の開発事業などを行う
場合、事業者自らが、その事業の実
施が環境に及ぼす影響をあらかじ
め調査、予測、評価し、その結果を
公表して、これに対する市民や専門
家の意見を聞くことにより、環境に
配慮した事業とするよう、環境影響
評価制度の活用による適正な開発
の誘導を図ります。

・宅地造成などで発生する法面は、地域の基本的条件に適する高木（苗木）の植
栽など指導し、早期の森林回復に努めます。

計画的に森林が保全された宅地開発（西風新都）
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施策⑬ 森林の活用と魅力ある里山づくり

○　自然にふれることのできる場の提供
・良好な自然環境を形成している民有

緑地を保全するとともに、人が自然
に触れることのできる場として活用
する「ふれあい樹林事業」を推進し
ます。

・地域との交流を深めながら森を歩き、
美しい自然を知る森を巡るコースを
広島の魅力として広く紹介し、利用
の促進を図ります。

・市民が緑に触れることのできるハイ
キングコースを紹介し、市民の利用促進を図ります。

○　森林（もり）を地域資源として生かしたまちづくりの推進
・「ひろしまの森づくり県民税」を活用

した里山林の整備や、森林所有者や
地域住民等による、間伐後森林内に
放置された未利用材を森林から集積・
搬出する取組を支援する「中山間自
伐林業支援事業」などにより、未利
用材の利活用を促進することで、健
全な森林の育成と中山間地域の活性
化を図ります。

・林業を行いながら他の仕事でも収入
を得る半林半 Ｘ

エックス
に取り組む移住者を支援し、担い手を確保する「半林半 Ｘ

エックス
移

住者支援事業」などにより、林業の振興と中山間地域の活性化を図ります。

○　森林公園や花みどり公園などの利用促進
・良好な自然環境を有する森林公園や花みどり公園、木の宗山や権現山などの憩

の森を適切に管理するとともに、市民が自然に触れることのできる場としての
活用を図ります。

ふれあい樹林事業での作業風景

間伐等手入れが行き届いた人工林
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　農地は食料供給の場となるだけでなく、雨水の流出抑制による集中豪雨時の洪水緩
和や市民の憩いの場となるなど多面的な機能を有しています。

　そのため、多様な担い手の育成や農業従事者への支援などによる農業の振興、生産
緑地制度の活用などにより農地を保全します。

　また、営農環境の改善や耕作放棄地の再生、農家や関係団体等と連携した市民が気
軽に「農」に触れることのできる機会や場の提供、意欲ある担い手への農地集積など、
農地の再生と有効活用を進めます。

施策方針（６）
　農地の保全と活用

施策⑭

施策⑮

農地の保全

農地の再生と活用

・若い活力ある新規就農者や女性農業者など農
業の多様な担い手の育成、地産地消の推進、
中山間地域等における農業生産活動への交付
金の交付のほか、地域と連携した有害鳥獣対
策により農地の保全を図ります。

・生産緑地制度の活用により都市農地を計画的に保全し、緑豊かで良好な都市環
境を形成します。

・農地などの生産基盤の整備を行うことで営農
環境の改善を図るとともに、耕作放棄地の再
生や利用活動に向けた支援などによる農地の
再生と活用を進めます。

・若い活力ある新規就農者などの担い手への農
地集積など、農地の有効活用を進めます。

・「市民菜園」や「市民農園」など、市民が気軽に「農」に触れることのできる機
会や場の提供を進めます。

・都市と農村住民協働による農業・農村体験などの交流事業を通じ、農地の活用
を促進します。

“ひろしま活力農業”経営者育成事業

三田市民農園（安佐北区白木町）
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　「第３７回全国都市緑化ひろしまフェア」の成果を継承した取組や緑化講習会の開
催などを通じて、自分たちのまちの緑は自分たちで育むという市民の緑に対する意識
の醸成を図ります。

　また、積極的に緑づくりに参画することで地域の魅力と活力向上を図ることのでき
る人材を育成するとともに、幅広い世代や外国人を含む市民、企業など多様な主体が
積極的に参画し続けることのできる仕組みを整備します。

市民とともに取り組む持続可能なみどりづくりと活用基本方針４

施策方針（７）
　持続可能な「みどりづくり」に向けた人材の育成と仕組みの整備

緑化フェアで実施した植栽デザインで植栽した花壇（中区紙屋町）

施策⑯ 市民意識の醸成

○　「第３７回全国都市緑化ひろしまフェア」の成果の継承
・春及び秋のグリーンフェアにおいて、学校や企業などと連携した会場の運営や

花壇の展示を行うなど、内容の充実を図ります。
・緑化フェアの会場運営や展示に関わった地域団体などが、自分たちのまちの緑

は自分たちで育むという考え方の下、自主的に行う緑のまちづくりなどを、身
近な公園を再生する取組と人材を育成する取組を効果的に組み合わせることな
どにより支援します。

・「みどり」に関わるヒト・モノ・カネ・情報が広島広域都市圏内で循環する「『み
どりづくり』のローカル経済圏」の構築といった視点に立ち、地域で生産され
た花苗を活用する仕組みづくりなど、緑の地産地消につながる緑化フェアの成
果を継承した取組を実施します。
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○　市民意識の啓発
・市政出前講座の実施や教材の作成、講演会や講習会の開催、街路樹や公園樹へ

の樹名板の設置などのほか、公共空間に美しい花を飾る取組を通じて市民の生
活に花を取り入れてもらうきっかけとするなど、都市緑化の必要性に対する市
民意識の啓発を図ります。

・花と緑と音楽を連携させた取組を推
進するとともに、国内外からの来訪
者を花と緑と音楽でもてなし、にぎ
わいと交流を創出することにより、
広島ならではの魅力づくりを推進
します。

・フラワーフェスティバルにおける学
校や地域団体等との協働による花
育活動などのイベントを充実させ
るとともに、各区の区民まつり等において、市民が花と緑に親しむ取組を充実
させます。

・平和関連のイベントや教育、健康、産業支援等の分野の事業と連携して、市民
が花と緑に親しむ取組を進めます。

○　花と緑に関する表彰の実施
・花と緑に関する活動の一層の推進のため、花と緑に関する活動などを対象とし

た表彰を実施します。

春のグリーンフェア会場での消防音楽隊による演奏
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施策⑰ 「みどりづくり」を担う人材の育成

○　講習会の開催などによる緑化団体・人材の育成
・市民に身近な施設などにおいて花や緑に関する講習会を開催するとともに、地

域などで行う花と緑に関する講習会に講師を派遣します。
・花や緑に関する栽培技術や知識を提供する緑の相談所を運営し、市民からの相

談に常時対応するとともに、講習会な
どを開催します。

・講習会の開催などにより、花づくりや
緑づくりに関する団体や人材の育成を
図り、地域を花で飾る活動に取り組む
地域団体や企業等で構成する「花と緑
の広島づくりネットワーク」の登録者
の拡大を図ります。

○　中心的な役割を果たす人材の育成
・「花と緑の広島づくりネットワーク」においてコーディネーターを養成するなど、

花と緑のまちづくりを自主的に進めることのできる中心的な役割を果たす人材
の育成を図ります。

花に関する講習会
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施策⑱ 「みどりづくり」の機会や場の提供

○　多様な主体が参画しやすい仕組みづくり
・幅広い世代や外国人を含む市民、企業など多様な主体が花と緑のまちづくりに

参画するきっかけとなるとともに継続できる仕組みづくりを行います。

○　市民との協働による花壇づくり
・新たに参画した市民や企業などが

緑のまちづくりに関わる場として、
市民や企業等との協働により花の
植え替え、水やりといった維持管
理などを行うプランターや花壇を
公共空間において拡充します。

○　ＩＣＴを活用した仕組みづくり
・全ての市民が気軽に緑に関する情

報などを入手でき、どこにいても緑のまちづくりに関わることができる仕組み
づくりを進めます。

グリーン・パートナー事業
（維持管理団体による花壇への花苗植付）



68 広島市みどりの基本計画

第
5
章

　商業・業務地や工場などにおける大規模な緑化だけでなく、個人の住宅の庭などに
おける身近な緑化に取り組むことが、市域全体を緑豊かなまちにすることにつながる
ため、民有地緑化の推進に対する市民の理解と協力を得るとともに、敷地の用途や規
模などに応じた緑化を支援する取組などを拡充し、市民主体の緑化を進めます。

施策方針（８）
　市民主体の民有地緑化の推進

施策⑲ 用途に応じた民有地の緑の創出

○　建築物の新築等に合わせた民有地の緑化
・市街地の大部分を占める民有地につい

て、緑化推進制度を運用するとともに、
更なる民有地の緑化の促進を図るため、
義務付けを上回る部分の緑化に対し工事
費の一部を支援するなど、民間主体の緑
化を進めます。

○　建築物の壁面・屋上などを含む民有地の緑化
・既に高密度に土地利用がなされている市街地においては、緑の効果などを取り

まとめた「民有地緑化ガイドライン」のＰＲを通じて、ヒートアイランド現象
の緩和や潤いとやすらぎのある都市環境の向上に寄与する建築物の壁面や屋上
の緑化などを進めます。

○　緑地協定制度などの活用
・地域住民が自主的な緑のまちづくりを行う緑地協定制度について、新規に開発

される団地はもとより既存の住宅地においてもこの協定の締結を促進します。
また、緑化に関する事項を定めることができる景観協定制度の活用を促進する
ことにより、地域のより良い景観の維持増進を図るとともに、垣・柵の構造な
どの建築物等に関する事項を定めることができる地区計画制度の活用により、
緑豊かな市街地の形成を図ります。

○　工業地の緑化
・工場地内の労働環境の改善と周辺の生活環境の保全を目的として、工場敷地内

の緑化を促進するため、工場立地法に基づいた工場の緑化を促進します。

民有地における緑化の事例（hitoto広島）
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施策⑳ 民有地緑化への支援

○　基金の運用事業の見直し
・民有地緑化基金を活用した事業は、「楕円形の都心づくり」の推進など本市の施

策の方向性を踏まえ、都市の魅力向上につながる緑の創出を補助対象とするな
どの見直しを行うとともに、企業からの寄付金募集など基金増額等の方策につ
いて検討します。

○　苗木の配布などによる住宅地の緑化
・快適な居住環境と地域の景観を形成し、身近に接することのできる緑をつくる

ため、記念樹など苗木の配布や緑のカーテンづくりの推進により住宅地の緑化
を促進します。

○　良好な景観の形成に寄与する樹木などの保存
・地域における自然的景観の形成に寄

与している樹木や樹林を保存するた
め、所有者に対する支援を行います。
また、人々の自然観を育んできた巨
樹などの天然記念物の保護に取り組
みます。

保存樹（イロハモミジ・佐伯区利松）
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　被爆から75年が経過し、被爆者の高齢化が進む中で、「平和」についての価値観を
若い世代へ引き継ぐとともに、広く世界中の各都市と共有しながら、「平和」を実現
するための取組を緑の分野で進めるため、国内外の都市や人々へ向け、廃墟からの緑
の復興の歴史の原点ともいえる「供木運動」などにより本市に寄せられた樹木を継承
するとともに、広島の復興と発展を支えてきた平和大通りなどの緑の保全を図ります。

施策方針（９）
　平和を象徴する緑の継承

施策� 供木や被爆樹木などの継承

○　供木や寄付樹木の継承
・「供木運動」により県内の市町村から本市

に寄せられた供木や国内外から寄付され
た樹木について、樹勢回復のための必要
な措置などにより復興と平和の象徴とし
て大切に守っていくとともに、この運動
を国内外からの来訪者などに広く伝える
取組を行います。

○　被爆樹木の継承
・被爆した樹木の樹勢を回復させるため、それぞれの樹木に応じた周辺の土壌の

改良などを行います。また、市民に被爆樹木の樹勢観察を呼びかけるなど、市
民との協働による被爆樹木の保存に努めます。

平和記念公園の寄付樹木に設置した標識
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施策� 平和記念公園と平和大通りの緑の継承

○　平和記念公園の緑の継承
・平和記念公園の景観向上及び樹勢回復を目的とした樹木の管理を行い、本市を

象徴する緑として美しく健全な姿が保たれるよう取り組みます。
・市民ボランティアと連携した土壌表面への木片チップの敷き均しなどを進め、

樹勢の回復と樹木の健全な育成に取り組みます。
・修学旅行で平和記念公園を訪れた

学校等にキョウチクトウ及び被爆
アオギリ二世の苗木を配布し、青
少年などに植樹してもらう取組な
どを通じ、平和を象徴する緑の未
来への継承を進めます。

○　平和大通りの緑の継承
・都市内の貴重な緑地空間として、広島の復興と発展を支えてきた平和大通りの

樹木について、適切な維持管理を行い、美しく健全な姿が保たれるよう取り組
みます。

被爆アオギリ二世（平和記念公園）



72 広島市みどりの基本計画

第
5
章



73広島市みどりの基本計画

第
6
章

第6章 計画の推進に当たって
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第6章 計画の推進に当たって

１　施策の進め方

２　広域的な視点に立った施策の推進

３　「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向けた施策の推進

・「みどりの基本計画」に示した基本的な考え方に基づき、「みどり」に関する施策を
計画的・効率的に推進するため、具体的な取組内容や実施主体、実施時期などを示
した中期計画「広島市みどりの推進計画」を策定します。

・推進計画は計画期間を5年間とし、適切な進行管理を行うとともに、社会経済情勢な
どみどりを取り巻く環境の変化に的確に対応するため、具体的な「数値目標」を設
定しＰＤＣＡサイクルの各プロセスを実施します。

・新たな施策の実施に当たっては、市民に広く周知します。

・本計画は広島市域を対象区域としますが、圏域経済の活性化と圏域内人口200万人
超の維持を目指す「200万人広島都市圏構想」の実現に向け、「みどり」を活用し圏
域全体が持続的な発展をしていく「『みどりづくり』のローカル経済圏」の構築とい
う視点に立ち、圏域内の市町等と連携した取組を推進します。

・本市では、ＳＤＧｓを「第6次広島市基本計画」に掲げる施策の目標として位置付け、
その着実な達成を目指しています。本計画においても施策の着実な推進により、関連
するＳＤＧｓの達成に貢献します。

《本計画と関連するＳＤＧｓ》
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資料1 広島市の緑

１　これまでの緑化の取組

参考：表－１　緑化の取組
区分 緑化の取組

明治36年（1903年） 広島市としての初の都市公園開設（比治山公園、江波山公園）
昭和20年（1945年） 被爆
昭和24年（1949年） 市営苗圃による緑化樹木の生産開始
昭和27年（1952年） 広島平和記念都市建設計画による都市計画道路、公園・緑地の決定（平和記念

公園、中央公園、河岸緑地等）
昭和29年（1954年） 広島市長から全国の市長へ樹木の寄贈を要請
昭和30年（1955年） 平和記念公園の完成
昭和32年（1957年） 「供木運動」の展開（1957年～ 1958年）
昭和46年（1971年） 安佐動物公園の開園
昭和48年（1973年） 「市の木　クスノキ」

「市の花　キョウチクトウ」の制定
昭和49年（1974年） 工場立地法の改正（緑地の面積割合の設定）
昭和50年（1975年） 「緑化宣言」（広島市長）

広島市緑化推進審議会の発足
昭和51年（1976年） 第１回広島市緑化推進市民大会の開催

（財）広島市公園協会の設立
植物公園の開園

昭和53年（1978年） 優秀緑化施設表彰の開始
昭和54年（1979年） 広島市公園協会賞の設置

公共施設緑化推進要領の制定
昭和55年（1980年） 緑化基金の設置
昭和56年（1981年） 広島市都市美計画の策定

民間施設緑化奨励補助事業の開始
昭和58年（1983年） 中央公園の一応の完成

藤棚の道の整備
昭和59年（1984年） 「緑の都市賞」総理大臣賞の受賞
昭和61年（1986年） 広島市総合緑化計画の策定

環境保全協定に基づく緑化指導の開始
平成元年（1989年） 広島市森林公園の開園
平成 6 年（1994年） 広島広域公園の完成

ひろしま街づくりデザイン賞の開始
平成 7 年（1995年） ヒロシマエバヤマザクラの命名
平成 9 年（1997年） 第14回全国都市緑化ひろしまフェア「グリーンフェスタひろしま‘97」の開催
平成11年（1999年） （財）広島市動植物園・公園協会の設立

広島市植木せん定枝リサイクルセンター開設
平和記念公園樹木いきいきボランティア活動開始

平成12年（2000年） 緑化指導者派遣事業の開始
ハナミズキ2001事業開始

平成13年（2001年） 「広島市緑の基本計画」策定
安佐動物公園こども動物園「ぴーちくパーク」開設
平和大通りに樹木説明板を設置

平成14年（2002年） 「広島市緑の推進計画」策定
被爆樹木の樹勢回復事業開始
緑化施設整備計画認定制度開始
市役所本庁舎で屋上緑化実験開始
保存樹と保存樹林指定開始

平成16年（2004年） 身近な公園再生構想策定
「身近な公園再生の進め方」を策定
グリーン・パートナーモデル事業を開始

平成17年（2005年） 身近な公園再生事業開始

【
第
１
次
緑
化
運
動
】

【
第
２
次
緑
化
運
動
】

【
第
３
次
緑
化
運
動
】
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区分 緑化の取組
平成18年（2006年） 「広島市緑地保全計画」策定
平成19年（2007年） ふれあい樹林モデル事業を実施
平成20年（2008年） 「ふれあい樹林制度」を開始

「民有地緑化ガイドライン」を策定
平成21年（2009年） 市役所本庁舎南側で壁面緑化を開始
平成22年（2010年） 「緑化推進制度」の開始

緑化基金の事業拡大（民間建築物等緑化事業、記念樹緑化事業、緑のカーテン
設置事業）

平成23年（2011年） 「広島市緑の基本計画2011-2020」を策定
「緑地保全の方針」を策定

平成24年（2012年） 「花と緑の広島づくり推進本部」を設置
「花と緑の広島づくりネットワーク」を設立

平成25年（2013年） 「四季の花プランター設置事業」を開始
平成26年（2014年） 「グリーン・パートナー事業」を開始
平成27年（2015年） 全国花のまちづくり広島大会

広島市森林公園と広島県緑化センターとの統一愛称として「ひろしま遊学の森」が決定
平成29年（2017年） 平和大通りに供木に関する説明板を設置

「花と緑と音楽の広島づくり推進本部」へ名称を変更
平成31年（2019年） 平和記念公園に寄付樹木説明板を設置
令和 2 年（2020年） 第37回全国都市緑化ひろしまフェア「ひろしまはなのわ2020」を開催

市の木　クスノキ
　戦前は巨樹老木がデルタ市街地の随所に見られまし
たが、原爆でそのほとんどを失いました。しかし、生
き残ったクスノキはいち早く生命をよみがえらせ、市
民に生きる希望と復興への力を与えました。

市の花　キョウチクトウ
　原爆により75年間草木も生えないと言われた焦土に
いち早く咲いた花で、当時復興に懸命の努力をしてい
た市民に希望と力を与えました。8月6日の平和記念日
の頃に花の盛りを迎え、紅、白、淡黄色の花々が広島
の夏の風景を彩っています。
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２　広島の森林

1. 広島県の森林・林業・木材産業－（1）広島県の森林①

（1）広島県の森林②

○　広島県の県土面積85万haのうち，61万ha（72％）が森林。
○�　県南部は，降水量が少なく，花崗岩地帯で土地がやせていることから，アカマツ林が多い。近年では，松くい虫被害や
手入れ不足により，アカマツ林が減少し，低木の広葉樹林が増加。
○　県北部は，スギ・ヒノキの人工林やコナラ等の薪炭林由来の広葉樹林が多い。

○　県内の民有林面積（56.3万ha）のうち，人工林が17.5万ha（31％），天然林が37.6万ha（67％）。
○　人工林のうち，主に製材用として用いられるスギとヒノキが14.5万ha（83％）を占める。

広島県における森林資源の分布

スギは太田川流域に分布

ヒノキは江の川流域を中心に分布

※広葉樹林は県内一円に分布

行政界
（本市加筆）

広島県林務関係行政資料（令和2年10月）より抜粋

資料：林業課調べ（令和２年４月現在）
　　　注）四捨五入のため，内訳の計と合計は必ずしも一致しない。

アカマツ林は，県中央部～瀬戸内沿岸に分布

民有林面積計
56.3万ha

人工林面積計
17.5万ha

広島県内民有林面積の内訳 広島県内人工林面積の内訳

天然林
37.6万ha
（67％） ヒノキ

9.8万ha
（56％）

アカマツ
2.4万ha
（13％）

人工林
17.5万ha
（31％）

スギ
4.8万ha
（27％）

その他
1.3万ha
（2％）

その他
0.5万ha
（4％）
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3　公園の種類

参考：表－2　都市公園等の種類
種　類 種　別 内 容

住区基幹
公　　園

街 区 公 園 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当た
り面積0.25haを標準として配置する。

近 隣 公 園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり
面積2haを標準として配置する。

地 区 公 園 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当
たり面積4haを標準として配置する。

特定地区公園 都市計画区域外の一定の町村における農山漁村の生活環境の改善を目的とする
特定地区公園（カントリーパーク）は、面積4ha以上を標準として配置する。

都市基幹
公　　園

総 合 公 園
都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを
目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10～ 50haを標準として配
置する。

運 動 公 園 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に
応じ1箇所当たり面積15～ 75haを標準として配置する。

大 規 模
公　　園

広 域 公 園
主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足するこ
とを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり
面積50ha以上を標準として配置する。

レクリエーション都市

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエー
ション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境
の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設
が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可
能な場所に、全体規模1,000haを標準として配置する。

国 営 公 園

一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が
設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ha以上として
配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的
にふさわしい内容を有するように配置する。

緩

衝

緑

地

等

特 殊 公 園 風致公園、墓園等の特殊な公園で、その目的に則し配置する。

緩 衝 緑 地

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等
の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、
商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応
じ配置する。

都 市 緑 地

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために
設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置する。
但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都
市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合に
あってはその規模を0.05ha以上とする。（都市計画決定を行わずに借地により
整備し都市公園として配置するものを含む）

緑 道

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図るこ
とを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹
帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10～ 20mを標準として、
公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。

注）近隣住区＝幹線街路等に囲まれたおおむね1㎞四方（面積100ha）の居住単位
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４　避難場所としての公園

参考：表－３　指定緊急避難場所（広島市地域防災計画より公園のみ抜粋）

行政区 名　称
主な施設の有無

備考（公園内にあるその他施設）
四阿等※ 便所 水飲み場

中
区

吉島公園 × ○ ○ 集会所、災害用マンホールトイレ
吉島東公園 ○ ○ ○
江波皿山公園 ○ ○ ○
東千田公園 × ○ ○
江波山公園 ○ ○ ○
千田公園 ○ ○ ○
平和記念公園 × ○ ×
中央公園 ○ ○ ○

東
区

福木公園 ○ ○ ○
新牛田公園 ○ ○ ○
戸坂新町公園 × ○ ○
牛田総合公園 ○ ○ ○

南
区

渕崎公園 × ○ ○
比治山下公園 × ○ ○ 集会所
宇品第一公園 × ○ ○ 集会所、防災用パーゴラほか防災施設
出島西公園 ○ ○ ○
宇品西公園 ○ ○ ○
比治山公園 ○ ○ ○
似島臨海公園 ○ ○ ○ 宿泊施設

西
区

大芝公園 × ○ ○ 集会所
草津公園 ○ ○ ○
西部埋立第六公園 × ○ ○
西部埋立第八公園 × ○ ○
井口台公園 × ○ ○
古田台公園 × ○ ○
高須台中央公園 ○ ○ ○
鈴が峰公園 ○ ○ ○
西部埋立第五公園 ○ ○ ○
竜王公園 ○ ○ ○
西部埋立第二公園 ○ ○ ○ 集会所

安
佐
南
区

高取公園 × ○ ○ 集会所
毘沙門台公園 ○ ○ ○
八木梅林公園 ○ ○ ○
春日野中央公園 ○ × ○
大塚学びの丘公園 ○ ○ ○
毘沙門台東公園 ○ × ○
Aシティ中央公園 ○ ○ ○
こころ北公園 ○ ○ ○
若葉台中央公園 ○ ○ ○
伴西公園 ○ ○ ○
奥畑防災調節池公園 ○ ○ ○
西風新都東公園 ○ ○ ○

安
佐
北
区

中山公園 ○ ○ ○
西山公園 ○ ○ ○
あさひが丘公園 × ○ ○
矢口が丘公園 ○ ○ ○
勝木台公園 ○ ○ ○
桐陽台公園 × ○ ○
口田南公園 ○ ○ ×
倉掛公園 ○ ○ ○
恵下山公園 ○ ○ ○
寺迫公園 ○ ○ ○
寺山公園 ○ ○ ○
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行政区 名　称
主な施設（数字は箇所数）

備考（公園内にあるその他施設）
四阿等※ 便所 水飲み場

安
芸
区

月が丘公園 × ○ ○
矢野新町公園 ○ ○ ○
安芸矢野ニュータウン中央公園 × ○ ○ 集会所
みどり坂第一公園 ○ ○ ○
絵下山公園 ○ ○ ○
畑賀公園 ○ ○ ○
岩滝公園 ○ ○ ○
みどり坂中央公園 ○ ○ ○

佐
伯
区

薬師が丘第六公園 ○ ○ ○
五月が丘第五公園 ○ ○ ○
彩が丘中央公園 ○ ○ ○
石内南中央公園 ○ ○ ○
坪井公園 × ○ ○
杉並台公園 × ○ ○
海老山公園 ○ ○ ○
美鈴が丘中央公園 ○ ○ ○

※四阿（あずまや）等には、シェルターなどの屋根がついている施設を含む。
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資料2 緑に関する市民意識

１　計画策定への市民参画

　計画の策定に当たっては、素案を公表し、市民意見の募集を行い、この結果を計画策
定の参考にしました。
　なお、素案の作成段階でも、緑に関する市民アンケート調査を実施し、市民の意見を
踏まえています。

参考：表－２「広島市みどりの基本計画（2021-2030）素案」の市民意見募集の概要
実施時期 令和2年（2020年）9月30日～令和2年（2020年）10月30日

目 的
「広島市みどりの基本計画（2021-2030）素案」を公表し、意見の募集を行い、
改定の参考とする。

実施方法

「広島市みどりの基本計画（2021-2030）素案」を各区役所へ設置するとと
もに、市ホームページへ掲載により公表し、広報誌「市民と市政」や市ホー
ムページにより周知を図り、郵送、ファックス、市ホームページの応募フォー
ム、メール、緑政課窓口への持参により意見を募集した。

応募状況 応募総数　5件（応募者数　4人）

募集結果
■意見の趣旨が既に計画（素案）に盛り込まれているもの…3件
■�市政全般や個別具体の取組に対する意見などであり、今後の事務事業推進等に
おいて参考とするもの…2件

参考：表－３　緑に関する市民アンケート調査の概要
実施時期 令和元年（2019年）12月25日～令和2年（2020年）1月20日

目 的
緑のまちづくりに関する市民意識を把握し、「広島市みどりの基本計画
（2021-2030）」の策定に当たっての基礎資料とする。

実施方法
市内在住の20歳以上の人から3,000人を無作為抽出
調査票を郵送し、調査票の郵送及びインターネットの回答により回収

回収状況 回答者数　969人（回収率　32.3％）

調査結果 次ページ以降に記載
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２　緑に関する市民アンケート調査の結果

（１）緑の利用状況について
　　�①　最もよく利用する緑のある場所は「歩いて行ける身近な小規模な公園」が約36％

と最も多く、次いで「緑のある場所を利用していない」が約18％となっています。

（２）都市の緑に対する評価について
　　�①　�広島市は緑豊かなまちだと思う人は約69％で、その理由としては、河岸緑地、中

央公園や平和大通りなどに創出された緑の存在があげられています。
　　�②　一方、広島市は緑豊かなまちだと思わない人は約19％で、その理由としては、一

般の建物周辺の緑や街路樹の不足感、宅地開発等による緑の減少などがあげられて
います。

問A

問B

あなたが最もよく利用される緑のある場所はどこでしょうか。

広島市は緑豊かなまちと思われますか。

2.7%（26人）

3.0%（29人）

2.6%（25人）

5.2%（50人）

5.2%（50人）

5.4%（52人）

10.4%（101人）

12.0%（116人）

17.5%（170人）

36.1%（350人）

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

敷地等が緑化された建物

平和大通り

山林

田畑

駐車場があるような大規模な公園

河岸緑地

緑のある場所を利用していない

歩いて行ける身近な小規模な公園

（%）
回答者数 N=969人

そう思う
69.3%
（672人）

そうは思わない
19.1%
（185人）

わからない
11.0%
（107人）

無回答
0.5%（5人）

回答者数 N=969人
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0.6%（4人）

1.3%（9人）

0.1%（1人）

3.9%（26人）

8.0%（54人）

21.3%（143人）

26.3%（177人）

26.8%（180人）

39.6%（266人）

51.9%（349人）

66.8%（449人）

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

一般の建物の敷地や屋上・壁面が緑化されているから

市役所や学校等の公共建物の敷地が緑化されているから

個人住宅の庭に緑があるから

山林や農地の緑に囲まれているまちだから

道路に街路樹が植えてあるから

身近なところに公園があるから

山を眺めたり、山で遊んだり、山の緑を身近に感じているから

都心部に中央公園や平和大通りなどまとまった緑があるから

川が多く、河岸緑地や河川敷が整備されているから

1.1%（2人）

5.4%（10人）

4.9%（9人）

9.2%（17人）

13.5%（25人）

13.5%（25人）

22.2%（41人）

22.7%（42人）

33.5%（62人）

33.5%（62人）

40.0%（74人）

41.1%（76人）

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

個人住宅の庭に緑があっても、ブロック塀等で外から見えないから

海辺は工場等で占められ、公園や緑地が少ないから

緑の少ない工場、事業所が多いから

身近なところに公園がないから

市役所や学校等の公共建物の敷地内の緑の量が十分ではないから

デルタ市街地（市内中心部）の川には河岸緑地があるが、
ほかの場所の川には河岸緑地が整備されていないから

大きな公園が少ないから

街路樹のない道路が多く、街路樹があっても小さいから

山林や農地が宅地開発により減っているから

一般の建物の周辺に緑がないから

（%）

回答者数 N=672人

（%）

回答者数 N=185人

問B-1　問Bで「そう思う」を選んだ方にお聞きします。そう思われる理由は、次のうちど
れでしょうか。あなたの考えに近いものを選んでください。(〇は3つまで）

問B-2　問Bで「そうは思わない」を選んだ方にお聞きします。そう思われない理由は次の
うちどれでしょうか。あなたの考えに近いものを選んでください。(〇は3つまで)
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（３）緑地の保全について
　　�①　山林や樹林などを保全すべきと思う人は約87％で、保全すべき対象として、貴重

な自然として評価されているもの、デルタ市街地にあるもの、地域に親しまれてい
るものなどがあげられています。

問C 山林や樹林などを保全すべきと思われますか。

問C-1　問Cで「そう思う」を選んだ方にお聞きします。どのような山林や樹林などを保全
すべきと思われますか。あなたの考えに近いものを選んでください。
(〇は3つまで)

そう思う
86.9%
(842人)

そうは思わない
3.1%
(30人)

わからない
6.8%
(66人)

無回答
3.2%
(31人)

回答者数 N=969人

0.2%(2人)

2.6%(22人)

12.9%(109人)

17.0%(143人)

17.1%(144人)

17.3%(146人)

29.3%(247人)

49.6%(418人)

49.9%(420人)

53.7%(452人)

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

住宅団地と住宅団地の間の斜面に残っている帯のような樹林

デルタ市街地（市内中心部）を取り囲んでいる山林

田園地域の背後にある山林

住宅地の中に残っている小山のような山林

住宅地の背後にある山林

鎮守の森のような、地域に親しまれている樹林や山林

デルタ市街地（市内中心部）にある比治山や黄金山などの山林や樹林

貴重な自然として評価されている樹林や山林

（%）
回答者数 N=842人
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問C-2　問Cで「そうは思わない」を選んだ方にお聞きします。そう思われない理由は、次
のうちどれでしょう。あなたの考えに近いものを選んでください。

（４）都市公園の活用について
　　�①　今ある公園をより多くの方に利用していただくための取組として、「トイレを清潔

に保つ」が約58％と最も多く、次いで「樹林を剪定し見通しをよくしたり、公園
灯を増やしたりするなどして防犯性を向上させる」が約53％となっています。

問D
今ある公園を、より多くの方に利用していただくためには、今後どのような取組が必
要であると思われますか。あなたの考えに近いものを選んでください。
（〇は3つまで）

3.3%（1人）

23.3%（7人）

36.7%（11人）

36.7%（11人）

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

保全しなくても山林などの自然は残る

平地に乏しい広島市では山林などの開発が必要である

（%）
回答者数 N=30人

1.3%（13人）

4.7%（46人）

18.6%（180人）

18.7%（181人）

25.5%（247人）

26.8%（260人）

27.1%（263人）

41.7%（404人）

53.1%（515人）

58.2%（564人）

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

民間のアイデア・技術力・資金力を活用して、にぎわいのある場所にする

地域住民が花壇を管理したり、公園利用のルールづくりをしたりする
など、地域住民が主体となってより使いやすく魅力的な場所にする

出入口の段差の解消やスロープの設置など誰もが利用しやすい場所にする

花壇を整備したり、ストレッチなどが行える健康遊具
を設置したりするなどして、地域の特性に応じた施設にする

老朽化した遊具を新しくするなど安心して利用できるようにする

ベンチなど公園や河岸緑地内で休憩できるスペースを設ける

樹木を剪定し見通しをよくしたり、公園灯を
増やしたりするなどして、防犯性を向上させる

トイレ等の清掃など公園施設を清潔に保つ

（%）

回答者数 N=969人
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（５）緑化の推進について
　　�①　広島市が今後重点を置くべきこととして、「自然環境に配慮した河川の整備、河岸

緑地の整備や河岸緑地を利用した市民によるイベントの開催など、魅力のある水辺
の空間づくりを進める」が約50％と最も多く、次いで地域の特性を活かしたにぎ
わいの拠点となるような公園の整備や山林・樹林などの保全を進めることがあげら
れています。

問E
広島市はまちの緑化に取組んでいますが、今後どのようなことに重点を置くべきでしょ
うか。あなたの考えに近いものを選んでください。(〇は3つまで)

2.0%（19人）

3.0%（29人）

7.1%（69人）

7.9%（77人）

11.2%（109人）

20.9%（203人）

26.4%（256人）

30.8%（298人）

31.0%（300人）

32.8%（318人）

36.2%（351人）

49.8%（483人）

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

建物の屋上・壁面などの緑化や生垣づくりによる
住宅地の緑化など、民有地の緑化を進める

表彰制度や緑化事業、緑化講習会の充実など、緑のまち
づくりに向けた市民意識の醸成や情報提供の強化を図る

被ばく樹木などの樹勢の回復や平和記念公園のキョウチクトウ
の苗木の配布など、市民による平和の緑の交流と継承を進める

公共建物の緑化や豊かな街路樹の整備など、公共施設の緑化を進める

平和記念公園・平和大通りの緑の保全と育成や
緑豊かな回廊の形成など、緑の基盤整備と育成を図る

市民や企業などが空き地を活用して地域の憩いの場として
活用するなど、市民参加による緑づくりを進める

再開発や建物の建替えに合わせ質の高い緑のオープンスペースを整備するなど、
都心部でにぎわいの拠点となるような質の高い魅力的な緑の空間づくりを進める

人工林の間伐や水源林の育成など、山林・樹林などの保全を進める

民間のアイデア・技術力・資金力を活用するなど、地域の特性を活かした
にぎわいの拠点となるような公園の整備や今ある公園の有効活用を進める

自然環境に配慮した河川の整備、河岸緑地の整備や河岸緑地を利用した
市民によるイベントの開催など、魅力のある水辺の空間づくりを進める

（%）
回答者数 N=969人
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（６）市民との協働について
　　�①　緑に関する活動について、現在おこなっていることとしては、自宅のガーデニング

や緑化が約46%と最も多く、次いで公園清掃や街路樹への水やりなどがあげられ
ています。また、これからおこなってみたいこととして、緑化のための募金協力が
約48%と最も多く、次いで緑化に関わるイベント参加や花づくり運動などがあげ
られています。

　　�②　一方、おこなわない理由として、参加する時間がない人が約44%と最も多く、次い
で興味がない、肉体的な負担があげられています。

　　�③　緑に関わる上で、市に特に支援してほしいこととしては、「補助金や資材の提供な
どの経済的支援」が約21％と最も多く、次いで「制度や活動などの情報提供や仲
間づくりなどの仲介」が約16％となっています。

問F 次にかかげる活動について、あなたに当てはまる内容を選んでください。

2.1%（20人）

2.6%（25人）

3.2%（31人）

4.3%（42人）

6.0%（58人）

7.7%
（75人）

13.3%
（129人）

45.9%
（445人）

31.7%
（307人）

41.4%
（401人）

46.9%
（454人）

48.0%
（465人）

42.4%
（411人）

24.6%
（238人）

35.7%
（346人）

25.4%
（246人）

54.4%
（527人）

44.8%
（434人）

39.0%
（378人）

36.1%
（350人）

39.8%
（386人）

55.5%
（538人）

40.1%
（389人）

22.2%
（215人）

11.9%
（115人）

11.2%
（109人）

10.9%
（106人）

11.6%
（112人）

11.8%
（114人）

12.2%
（118人）

10.8%
（105人）

6.5%
（63人）

0 20 40 60 80 100

山林の保全活動

園芸などの勉強会・講習会への参加

緑化に関わるイベントへの参加

まちの緑化のための募金への協力

花づくり運動などの緑化活動

田植えなどの農業体験

公園の清掃や街路樹への水やりなど

自宅のガーデニングや緑化など

（%）

現在おこなっている これからおこなってみたい おこなってみたいと思わない 無回答

回答者数 N=969人
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3.3%(3人)

6.7%(6人)

3.3%(3人)

5.6%(5人)

10.0%(9人)

11.1%(10人)

31.1%(28人)

43.3%(39人)

44.4%(40人)

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

思うような結果・効果が期待できない

実施していることを知らなかった

一緒に参加する仲間がいない

精神的な負担が大きい

肉体的な負担が大きい

興味がない、気が進まない

参加する時間がない

（%）
回答者数 N=90人

8.7%(84人)

6.3%(61人)

4.6%(45人)

5.0%(48人)

11.9%(115人)

12.6%(122人)

14.0%(136人)

15.7%(152人)

21.3%(206人)

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

緑との関わりに興味がない

市の支援は必要ない

講習会や勉強会の開催などの技術的支援

活動場所の提供や道具の貸出などの物的支援

活動の助言や指導を行う専門家の派遣などの人的支援

制度や活動などの情報提供や仲間づくりなどの仲介

補助金や資材の提供などの経済的支援

（%）
回答者数 N=969人

問F-1　問Fですべての活動について「おこなってみたいと思わない」と回答した方にお聞
きします。これまでおこなわなかった、また、これからもおこなわない理由は、次
のうちどれでしょうか。あなたの考えに近いものを選んでください。（〇は2つまで）

問F-2　すべての方にお聞きします。あなたが緑に関わる上で、市に特に支援してほしいこ
とは何ですか。
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資料3 各区の取組

１　各区のアクションプランに位置付けた取組

　各区のアクションプランに記載してある緑に関連の深い取組のうち、各区の特徴的な
取組の一部を抜粋しています。

参考：表－５　緑に関連の深い取組
区 取　組 基本方針（まちづくりの方針）

中　
区

おもてなしの花づくり活動（まちなか重点地
区）

　来訪者に対するおもてなしの向上を図るた
め、商店街組合等によるまちなか重点地区で
の花づくり活動を推進します。

都心にふさわしいにぎわいを創るまちづくり

　中四国地方の中枢都市として、高次都市機能の集
積が進む広島市の都心の魅力を生かした新たなイベ
ントの開催や、様々な目的の来訪者を受け入れるた
めのもてなし活動の充実など、多くの人が集う活力
あるまちづくりを進めます。

水辺空間のにぎわいづくり

　「水の都ひろしま」の魅力をアピールする
ため、河岸緑地などの美しい水辺空間におい
て、オープンカフェや水辺のコンサートなど
のにぎわいイベントを開催します。

自然と歴史、文化芸術を生かしたまちづくり

　「水の都ひろしま」にふさわしい水辺を生かした
取組や、豊富な歴史的・文化芸術的資源を活用した
にぎわいづくりなど、身近な地域資源を生かした個
性的で魅力あるまちづくりを進めます。

特徴ある河岸緑地、橋、公園などの公共空間
の創出検討

　水辺の空間を楽しむために欠かせない、特
徴的な河岸緑地、橋、公園などの公共空間の
創出を検討します。

公共空間での環境美化活動や花づくり活動を
通じた交流促進

　公共空間の環境美化活動や花づくり活動を
通して、住民の交流促進を図ります。

地域コミュニティを育むまちづくり

　地域課題の解決やまちの活性化に向けて、住む人・
働く人・学ぶ人など様々な人々が交流し、地域コミュ
ニティや多様な市民活動を活性化させるまちづくり
を進めます。

東　
区

都心の近くにある自然とのふれあいの促進

　都心の近くにある自然に親しむことのでき
る場所や、ハイキングコースなどの認知度が
十分でないことから、今後も広く住民や観光
客に周知し、その活用を促します。

地域資源を生かした個性豊かなまちづくり

　都心の近くにある緑豊かな自然や歴史的・文化的
にも価値の高い寺社、地域の伝統行事など、魅力的
な地域資源を生かした個性豊かなまちづくりを進め
ます。
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区 取組や活動 基本方針（まちづくりの方針）

南　
区

似島の魅力を活用したまちづくり
　観光資源として潜在的な可能性を秘めてい
る似島において、島民の主体的な魅力づくり
活動を支援するとともに、地域おこし協力隊
や島内施設、事業者等と連携して魅力づくり
事業を進めます。
・ニノシマボタルを育てる里人の会の支援

山や島などの豊かな自然の魅力を活用した美しいま
ちづくり
　山や島などの豊かな自然の魅力に触れ、その大切
さを学ぶことのできる環境づくりに取り組むととも
に、それらの魅力を次世代へ継承していく、自然の
魅力を活用した美しいまちづくりを進めます。特に
似島については、人口減少等の課題解決に向けて、
その地域資源を生かした取組を重点的に進めます。

地域資源の活用・発信による地域愛の醸成
　地域資源や特性を生かしたイベント等の実
施により、幅広く住民や地域企業の参画を促
すほか、印刷物や各種媒体の作成等により南
区の魅力を区内外に発信します。
・元宇品の自然保護と活用
・南区散策ガイドの更新

地域の担い手育成の推進
　地域の担い手育成のため、住民の主体的な
コミュニティづくりの活動を支援します。
・南区わくわくお花サロンの開催
・旧国鉄宇品線跡地（国有地）の活用
・花と緑のまちづくり地域活動促進事業の推進

人と人のつながりを大切にしたみんなが支え合う安
全・安心なまちづくり
　地域活動の担い手の育成や地域の防災・防犯力の
強化など地域課題の解決に向け、住民の主体的なコ
ミュニティづくりの取組に対する支援などにより、
みんなが見守り支え合う安全・安心なまちづくりを
進めます。

西　
区

西区やまなみハイキングルートの活用
　西区には、瀬戸内海を眺望でき、春夏秋冬
を通じて登山を楽しめる鈴ヶ峰、宗箇山（三
滝山）などの山があります。西区の五山を縦
断するハイキングルートを活用し、山登りの
初心者から経験者まで区民が気軽に自然を楽
しみ、健康づくりの場として利用できるよう
提供します。

地域資源を活用したまちづくり
　太田川放水路や天満川、宗箇山や鈴ヶ峰などの豊
かな自然や、西国街道、三瀧寺などの歴史的・文化
的資源を生かしたまちづくりを進めます。

水辺環境施設を活かしたイベントの開催
　太田川放水路や天満川などの身近な水辺空
間を活用し、余暇活動をはじめ健康づくりや
学習の場を提供するとともに、区民の参画を
図り、自主的なまちづくり活動につなげます。

にぎわいのあるまちづくり
　子どもから高齢者、外国人などの様々なヒトや、
モノ・情報が行き交うにぎわいのある活動的なまち
づくりを進めます。

安　
佐　
南　
区

公共施設の有効活用
　公園などの公共施設において、住民が行う
花壇づくりを支援することによって、地域の
良好な環境をつくるとともに、住民のコミュ
ニティ活動の活性化を図ります。また、地域
団体が公園などの公共施設を有効活用するこ
とで、にぎわいづくりや活動財源の確保を図
る新たな制度（小さなエリアマネジメント）
による、持続的かつ住民主体のまちづくりを
促進します。

みんなで支え合い、安全・安心・健康に暮らせるま
ちづくり
　住民、企業等の事業者、関係機関、行政（区役所）
がそれぞれの立場を担い、協働して地域の福祉や住
民の健康づくりを推進するとともに、平成26年8月
の豪雨災害などの教訓を踏まえた防災力、犯罪を未
然に防ぐ防犯力を高め、誰もが安全・安心・健康に
暮らせるまちづくりを進めます。

農林業を通じた交流の促進
　安佐南区内の農林業の持続的な振興を図る
ことで、自然環境の保全につなげるとともに、
農林業を通じて人々が交流するまちづくりを
推進します。また、農業の重要性や生産者の
苦労、食べ物の大切さを学び、子供たちの豊
かな心を育むことを目的とした取組を推進し
ます。

自然と共に豊かに暮らし、交流するまちづくり
　里山や川などの身近な自然を保全・活用し、農林
業の振興や中山間地の活性化、住民が自然と触れる
ことのできる環境づくりに取り組み、自然と共に豊
かに暮らし、自然を通じて人々が交流するまちづく
りを進めます。
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区 取組や活動 基本方針（まちづくりの方針）

安　
佐　
北　
区

棚田の保存と活用
　日本の中山間地域の原風景である「棚田」
を守るため、令和元年（2019年）８月に棚
田地域振興法が施行され、中山間地域で多く
の面積を占める安佐北区において、棚田を地
域資源として活用することは有益であること
から、それらを地域の財産として保存し、そ
の活用方法について、地域主体の組織を立ち
上げ、検討します。

自然や歴史、伝統文化など地域資源を生かしたまち
づくり
　豊かな自然や歴史ある寺社・遺跡、神楽・和太鼓
などの伝統芸能、きれいな地下水を利用した酒や醤
油等の醸造業など、安佐北区ならではの地域資源を
次世代に継承するとともに、これらの地域資源を生
かしたまちづくりを進めます。

実りの里づくり
　活性化を目指す農村において、住民主体の
活性化ビジョン策定や実践活動を支援し、地
域住民が主体となり、農村に魅力を感じる都
市部の住民や行政等が連携しながら過疎対策
を進めることにより、多面的機能を有する農
村の維持・発展を図ります。

みどりの恵みが実るまちづくり
　農林業における多様な担い手の育成・支援や農業
生産基盤の整備を進め、その振興を図るとともに、
農地や里山などの地域資源を活用し、都市部の住民
との交流、定住の促進など中山間地の活性化を図る
まちづくりを進めます。

安　
芸　
区

健康づくりの増進
　ウォーキングを開催したり地域の集まりを
促したりすることにより、住民の健康づくり
の機会を提供し、地域の活性化を図ります。

人を育み、安全・安心で地域が支え合いながら健康
に暮らせるまちづくり
　まちづくりの担い手や子育て支援体制の確保、防
災・防犯力の強化などの地域課題の解決に取り組み、
安全・安心で地域が支え合いながら健康に暮らせる
まちづくりを進めます。特に、中山間地では、定住
の促進などにより、地域コミュニティの活性化を図
ります。

豊かな自然との共存
　自然観察会を開催することにより、住民が
自然に触れるきっかけづくりを行います。ま
た、登山道の整備を行うなど、住民が身近に
親しむことのできる環境づくりを行います。

豊かな自然と共存したやすらぎのあるまちづくり
　岩滝山や蓮華寺山、鉾取山、絵下山などの山々や
瀬野川の水辺などの豊かな自然を保全・活用し、住
民が身近に緑や水に親しむことのできる環境づくり
に取り組み、豊かな自然と共存したやすらぎのある
まちづくりを進めます。

花と緑と音楽を通じた地域のきずなづくり
　区内の花づくり活動を行う団体等を育成・
支援し、音楽に触れる機会を設けることによ
り、花と音楽にあふれた魅力あるまちづくり
を進めます。

ふれあいと文化の薫る交流のまちづくり
　かつての西国街道沿いの史跡や伝統行事を始めと
する歴史・文化資源の保存・活用・継承に取り組み
ます。また、住民が地域を愛する心を育み、多様性
を受け止め、互いに認め合い、交流することができ
るまちづくりを進めます。

佐　
伯　
区

豊かな自然環境の維持・活用
　多くの人に区内の山や滝などの自然に親し
んでもらえるよう、区内の各登山道の安全確
認や整備を進めるなど、区の特長である豊か
な自然を維持し、活用したまちづくりを進め
ます。

自然と共生し、歴史・文化を体感できるまちづくり
　海、川、山などの豊かな自然環境を維持・活用す
るとともに、湯来温泉や湯の山温泉を始めとした魅
力ある歴史や文化等の地域資源を承継・活用したま
ちづくりを進める。
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２　花と緑と音楽の広島づくりの推進

　各区で実施している「花と緑と音楽の広島づくりの推進」に係る取組項目のうち特徴
的な取組を抜粋しています。

参考：表－６　花と緑と音楽の広島づくりの推進に係る取組（抜粋）
中
　
区

取組項目名称 花と緑で彩る　なかちゃん音楽の輪

目的 　「花と緑」と「音楽」を連携させたイベントを開催することにより、区民一人ひとりに日々
の暮らしへの潤いと豊かさを感じてもらうとともに、にぎわいと活力をもたらすまちづく
りを進める。

内容 １　実施方法
　イベントの趣旨に賛同する団体等によって実行委員会を組織し、団体等が主体的に行
うイベントとの共催・関連事業を行いながら、これらを繋げた取組を区内全体に広げて
いく。会場を花で飾ったり、花の種を配布したりするなど、花と緑と音楽をテーマにし
たイベントを団体等が実施し、実行委員会が支援する。

２　事業内容
　紙屋町シャレオ、アリスガーデン、仏だん通りといった中心部の公共空間やアステー
ルプラザ中ホールといった大きな会場から、公民館や地域の祭り・イベントまで、中区
内の様々な場所で音楽イベントを開催する。

東
　
区

取組項目名称 東区役所での花のもてなし、花づくり活動の支援

目的 　区民に身近な区役所を花で飾ることで、来庁者に癒しの場を提供するとともに、地域団
体等と協力して花と緑を飾る取組を進めることで、区全体の花いっぱい運動を促進する。
　また、彩り豊かな花に親しみふれあう「花のある街並みの形成事業」を区民参加のもと
で継続的に実施し、花づくり活動を区全域へ広げていく。

内容 　地域住民の協力のもと、区役所駐車場周辺の花壇やプランターを花で飾るとともに、水
やりや肥料散布等の管理・育成を行う。
　また、区内各地域において、公共施設（公園、道路敷など）で東区内の花づくり活動を行っ
ている団体の活動について、必要な資材の提供を行うとともに、東区内の花づくり団体を
対象に花づくり講習会（年1～ 3回）を行い、団体間で交流を深めるとともに、専門家か
ら知識を学ぶ。
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南
　
区

取組項目名称 広島みなとフェスタ【飾花した会場でのコンサート等の実施】、南区わくわくお花サロン

目的 　区民が協働で育苗した花苗を使用し、広島みなとフェスタのステージ及び会場を花で装
飾することで、花と音楽でよりイベントを盛り上げる。また、花づくりに関する知識を深め、
花づくり活動の担い手を育成する。

内容 　区内で花づくり活動をしている人を対象に講習会を開催し、受講生が種から花苗を育苗
する。育苗した花苗を用いて、広島みなとフェスタ会場を協働で装飾する。また、育苗す
る上での問題やうまくできている事例などの情報を交換することで、より良い活動の一助
となるよう交流会を開催する。

西
　
区

取組項目名称
西広島駅周辺における花を活用した「もてなしの場」づくりの推進
花いっぱい事業の拡充

目的 　西区内にあるＪＲ３駅（西広島・横川・新井口）周辺（商店街を含む）を「花」を活用して、
「行ってみたい」「来てよかった」「また来たい」と思ってもらえる「もてなしの場」として
整備し、魅力を発信していく。

内容 １　ＪＲ西広島駅
　駅南口前に設置したプランター（約３０個）に、季節の花を植栽するとともに、商店
街の店舗入口などに季節の花を植栽したプランター（約１００個）を設置する。
２　ＪＲ新井口駅
　広島ドラゴンフライズが参戦しているBリーグの開幕時期（10月）に合わせ、ペデス
トリアンデッキの壁面と柱に花をモチーフにしたパネルや柱巻きを設置する。
　また、改札口花壇に花苗を植栽する。
３　ＪＲ横川駅
　アンジュヴィオレ広島の開幕（3月）に合わせ、駅南側のアーケードと柱に花をモチー
フにした懸垂幕や柱巻きを設置する。
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安
　
佐
　
南
　
区

取組項目名称 安佐南区花いっぱい運動

目的 　「安佐南区を花いっぱいにしよう」と区民ボランティアが自主的に行う公園などの公共的
空間への花壇の開設及び維持管理等を支援するとともに、運動に参加する区民ボランティ
アの育成、ネットワークづくりに取り組む。

内容 １　区民ボランティアへの支援
　（1）　新規花壇開設者への花苗等の支給

　新規花壇開設に伴う花苗、土、肥料等の資材を提供する。
　（2）　花苗づくり講習会の開催　

　種から苗を育て、花が咲くまでの花づくりの講義と実技講習会を開催し、地域や公
共的空間を花いっぱいにする区民ボランティアを育成する。

　（3）　種から花苗育成への支援（種等の支給）
　登録花壇に植える花苗を必要とする区民ボランティアが自ら、種から花苗を育て、
分配することにより、花壇の運営に係る費用負担を軽減し、登録花壇の継続及び普及
を図る取組を支援する。

２　区民ボランティアのネットワークづくり
　花いっぱい運動に参加するボランティアによる推進委員会を月に１回開催する。地域
での活動をより活性化するため、ボランティアが公民館（沼田公民館、安東公民館）を
拠点として活動（種からの花苗づくり、講習会の企画調整など）する。
３　広報活動への支援
　花いっぱい運動の活動を広く区民に周知するため、『花だより』の発行及び区役所ホー
ムページで登録花壇の紹介を行う。

安
　
佐
　
北
　
区

取組項目名称 安佐北区花のまちづくり推進事業

目的 　種の採取や挿し芽などにより、できるだけ新たな種や苗を購入することなくそれらを増
やすことで団体の花づくりに役立てるとともに、活動団体間での相互交換や他の団体への
提供などを積極的に行うことで、花のまちづくりを推進する。

内容 　安佐北区内で活動する花づくり団体に対し、希望があれば春と秋の２回に分けて、種や苗、
肥料等を支給し、花を増やす活動を支援する。
　また、年１回花づくり講習会を開催し、花づくりについて学ぶ機会を提供するとともに、
団体間の交流の場面を創出する。
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安
　
芸
　
区

取組項目名称 花と緑と音楽のまちづくり

目的 　区の地域特性を生かしながら、地域に誇りと愛着を持つ区民等と主体的に取り組むため、
花づくりを行う地域団体等を支援し、地域による活動の輪をさらに広げていく。
　また、近隣町と連携した取り組みを行うことで、安芸地区の住民同士の交流を図る。

内容 １　園芸講座の開催（公民館と共催）
　区民の花づくり活動を支援していくことを目的として、公民館と連携して園芸講座を
開催し、花の種類、種まき、苗の育て方、寄せ植えの仕方等、花に関する技術を習得し
てもらい、花づくりの普及者（ボランティア活動）となるよう養成するとともに、受講
者を中心とした新たな活動団体の育成を図る。
２　花づくり講習会の開催
　地域の花づくり活動を継続（活性化）するために、区内の花づくりボランティア団体
が一堂に会する、安芸区花づくり講習会を開催する。また、若い世代や子供たちに花と
緑に触れる機会を増やしてもらうため、親子を対象としたガーデニング教室開催の検討
を行う。
３　近隣市町と連携した花づくり活動の展開
　平成28年度より海田町と連携して、瀬野川河川敷に植え付けを行った芝桜植付範囲を
拡大するとともに維持管理を行う。

佐
　
伯
　
区

取組項目名称 さえきフラワー・プロジェクト

目的 　区民、学校、植物公園、公民館及び行政が協働して花を育てることにより、仲間づくり
や地域間及び世代間交流を図るとともに、花をテーマにしたイベントを開催し、花と緑に
あふれるまちづくりに向けた機運を高める。

内容 １　実行委員会の開催
・イベント内容の検討、花の育成方法や生育状況についての情報交換
２　花の育成
・グループ毎に種から花を育成。イベントに合わせて開花するようにメンバーが協力して
日々の管理を行う。

３　イベントの開催
（イベントの例）
・種から育てた苗を使った、花の塔の制作と展示
・区の花「コスモス」を使った寄せ植えの制作と展示
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資料4 緑化の普及・啓発活動

１　広島市みどり生きもの協会賞

　広島市の公園緑地関係事業の発展振興に著しく寄与した論文、技術又は実務を対象と
して表彰しています。

参考：表－７　広島市みどり生きもの協会賞受賞一覧
年　度 受　賞　者　名 賞　の　区　分

昭和56年度 ㈶日本修景協会広島県支部 公園協会賞
昭和59年度 浅地　広 公園協会賞

広島大学「アカマツ林における植生回復」研究グループ 公園協会奨励賞
広島市青年緑化協会 公園協会奨励賞

昭和60年度 ㈳広島県造園建設業協会 公園協会奨励賞
昭和61年度 植物研究グループ 公園協会奨励賞
昭和62年度 竹屋公民館平和大通り“樹の会” 公園協会奨励賞
平成元年度 広島女学院 公園協会賞

沼田自然観察会 公園協会奨励賞
いつかいち郷土史サークル 公園協会奨励賞

平成2年度 唐澤　耕司 公園協会賞
堺町二丁目町内会 公園協会奨励賞
福島青年連合会 公園協会奨励賞

平成3年度 広島総合銀行 公園協会奨励賞
平成5年度 岸本乳業㈱、丸畑　菊太郎 公園協会奨励賞
平成6年度 袋町フルーツパークグリーンクラブ 公園協会奨励賞

安孫子　弘 公園協会奨励賞
平成8年度 本川地区老人クラブ連合会 公園協会奨励賞

東雲本町二丁目老人クラブ 公園協会奨励賞
宇品臨港線周辺を美しくする会 公園協会奨励賞

平成9年度 福田地区社会福祉協議会 公園協会賞
広島佐東ライオンズクラブ 公園協会奨励賞

平成10年度 ㈳広島市造園建設業協会 公園協会賞
飯田　澄雄 公園協会奨励賞

平成11年度 広島市青年緑化協会 公園協会賞
古市老人クラブ弥生会 公園協会奨励賞

平成12年度 広島ベゴニア会 公園協会奨励賞
平成13年度 花で飾ろう真亀の会 公園協会奨励賞
平成14年度 コイン通り花クラブ 公園協会奨励賞
平成15年度 広島市菊友会 公園協会奨励賞
平成16年度 楽々花グループ 公園協会奨励賞

東区緑のボランティアの会 公園協会奨励賞
平成17年度 金亀の里花いっぱいボランティアグループ 公園協会奨励賞
平成18年度 広島大学大学院国際協力研究科　教授　中越　信和 公園協会賞
平成20年度 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 公園協会奨励賞

㈳広島市造園建設業協会 公園協会奨励賞
平成21年度 平和大通り樹の会 公園協会奨励賞
平成23年度 広島市植物公園ガイドボランティアの会 公園協会奨励賞

日本ハンギングバスケット協会広島・島根合同支部 公園協会奨励賞
平成24年度 石田　源次郎 みどり生きもの協会賞

ＡＳＡＺＯＯボランティアーズ「作業グループ」 みどり生きもの協会奨励賞
花と緑の会 みどり生きもの協会奨励賞

平成25年度 船越誰故草保存会 みどり生きもの協会奨励賞
平成28年度 ソーシャルガーデナー倶楽部 みどり生きもの協会奨励賞
平成29年度 広島清流ライオンズクラブ みどり生きもの協会奨励賞

ボランティアほことり会 みどり生きもの協会奨励賞
令和元年度 堀口　力 みどり生きもの協会賞

※１　欠年度は該当なし。
※２　平成24年4月に財団法人広島市動植物園・公園協会から公益財団法人広島市みどり生きもの協会に移行
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２　ひろしま街づくりデザイン賞

　広島市では、魅力ある街づくりに対する市民意識の高揚を図ることを目的に、広島の
豊かな自然や街並みに配慮し、良好な景観の形成に貢献すると認められるもの又は行為
を表彰する「ひろしま街づくりデザイン賞」を平成6年度から実施しています。

参考：表－８　ひろしま街づくりデザイン賞表彰実績
回 年度 応募

件数
部門賞

大賞 建築物（一般） 花と緑 街並み 景観まちづくり活動 環境にやさしい街づくり

1 6
（1994年） 176 NTTクレド基町ビル

きっかわホテルフレックス
広島プリンスホテル

広島食品工業団地協同組合
組合会館

金座街地区第一種市街地
再開発事業施設建築物・西
新天地公共広場等整備

袋町フルーツパーク・グリー
ンクラブ
出汐明照会

―

2 7
（1995年） 150 A.CITY�ヒルズ＆タワーズ

広島牛田新町郵便局�
NTT�DoCoMo中国ビル
CEC�domitory

広島修道大学ハーモニー
ロード

カーパーク八丁堀
（OKAMOTO�B.L.D.G）

五日市駅北口地区市街地
再開発組合 ―

3 8
（1996年） 156 ―

NHK広島放送センタービル
市営江波沖住宅・特別養護
老人ホーム悠々タウン江波

― エリザベト音楽大学2号館
宇品臨港線周辺を美しく
する会
ホタルの里おくはた

―

4 9
（1997年） 171 ―

広島観音マリーナ浮桟橋
広島市立大学
ルミエール霞

みずとりの浜公園 広島女子大学 広島市中の棚商店街振興
組合 ―

5 10
（1998年） 133 広島市立矢野南小学校

比治山本町のアトリエ
DHハウス三滝 ― せせらぎの小路 佐東地区まちづくり協議会 ―

6 11
（1999年） 170 ―

「F」ビル　Belle　La　Mer
M's　GATE
CRYSTAL　UNIT　Ⅲ

ホテルJALシティ広島 ― コイン通り街づくり委員会 ―

7 12
（2000年） 109 ―

専門学校広島アートファ
ッションアカデミー
CUBE�HOUSE
ブリーズコート中野

平和大通り電気ビル公開
空地 広島MIDビル公開空地 可部からすの会�

千田わっしょい祭 ―

8
13～14

（2001年～
2002年）

103 ― PAS パークハウス中筋＆ガーデン�
基町クレド　スカイパティオ

シャレオ
矢賀ストリート 横川ふしぎ市 ―

9
15～16

（2003年～
2004年）

146
学校法人鶴学園
なぎさ公園小学
校

― 千田町アインスタワー�
広島港緑化軌道

横川駅前広場周辺の一連
の街並み

歴史と文化遺産を生かした
まちづくり活動 ―

10
17～18

（2005年～
2006年）

200 ― 三滝の家 森の工房AMA アーバンビューグランド
タワー

市民による森づくりで身近
な環境整備�
日本最初の国産バス復元
と活用

―

11
19～20

（2007年～
2008年）

212 ― 障害福祉サービス事業所
「いしうちの森」

喫茶店「ロシナンテ」の壁
面緑化 可部の街並み 猿猴川河童まつり

NPO法人ひゅーるぽん
「コミュニティほっとス
ペースぽんぽん」

12
21～22

（2009年～
2010年）

246
広島女学院大学　
ゲーンスチャペ
ル

― ひろしまガーデン＊ガー
デン

BEAUX　RAISINS　Salon　
de　café

ホタル☆の飛ぶ町づくり　
IN　山本川 広島ビジネスタワー

13
23～24

（2011年～
2012年）

226 ―

学校法人広島聖公会学園　
聖モニカ幼稚園ホール棟
曹洞宗　八屋山　善門寺　
庫裏

医療法人社団清風会五日
市記念病院

広島女学院中学高等学校
高校校舎 安の花田植の再現 広島環境サポーターネット

ワークによる環境保全活動

14
25～26

（2013年～
2014年）

185
日本キリスト教団
広島牛田教会・
あやめ幼稚園

楽山文庫 こころ西風梅苑 Tamaya�BLD ふたたびプロジェクト ―

15
27～28

（2015年～
2016年）

173 ―

安田女子大学、安田女子短
期大学　５号館
広島修道大学　３号館
宗教法人日本基督教団広
島流川教会・学校法人広島
流川教会学園流川こども
園

ギャラリー瓢箪堂 牛田商店街　街路灯
猿猴橋復元モニュメント
設置活動
大イノコ祭り

―

16
29～30

（2017年～
2018年）

165 EKICITYHIROSHIMA

京橋　香り家
サンポービル
エリザベト音楽大学3号館

バラのカーテン・花の道 EKICITY�HIROSHIMA
牛田ゆとりの歩行者空間

広島菜のある街なみ伝承
プロジェクト ―

17
元～2

（2019年～
2020年）

131
可部夢街道の町
並み保存とまち
づくり

CHRONOS�DWELL
ひのっこホール
香月メディカルビル

楽々花グループ　市道沿
い花壇 エキキターレ 美しい通学路・散歩道 ―

※１　平成12年度（2000年度）までは毎年実施していましたが、平成13年度（2001年度）から、募集から選考・表彰までを2か年度にわたっ
て実施しています。

※２　部門賞の選外であっても、広島市の良好な景観に貢献すると認められ奨励賞を受賞したものでは、「広島駅前大通会」、「瀬野川さくら・
芝桜の管理清掃活動」、「IROHA�Village」、「KOI�PLACE」などがあります。
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資料5 策定経緯

広島市緑化推進審議会会長より広島市長へ答申（令和2年11月27日）

　中越会長（左）と松井市長（右） 　左から福島副会長、中越会長、松井市長

参考：表－９　計画策定の流れ
年　　月　　日 経　　緯

令和元年（2019年）7月～ 12月 緑の現況調査を実施

令和元年（2019年）11月19日 【第36回広島市緑化推進審議会】
・広島市長から広島市緑化推進審議会へ「広島市緑の基本計画の改定」
について諮問

令和元年（2019年）12月25日～
　令和2年（2020年）1月20日

広島市の緑に関するアンケート調査を実施

令和2年（2020年）1月31日 【第37回広島市緑化推進審議会】
・広島市緑化推進審議会で「計画」（骨子案）について審議

令和2年（2020年）7月31日 【第38回広島市緑化推進審議会】
・広島市緑化推進審議会で「計画」（素案）について審議

令和2年（2020年）
　9月30日～ 10月30日

「広島市みどりの基本計画」（素案）を公表し、市民意見を募集

令和2年（2020年）11月17日 【第39回広島市緑化推進審議会】
・広島市緑化推進審議会で市民意見を踏まえた「答申案」について審議
し、答申することを承認

令和2年（2020年）11月27日 広島市緑化推進審議会会長から広島市長へ「広島市みどりの基本計
画」の改定について答申

令和3年（2021年）2月 「広島市みどりの基本計画（2021-2030）」の策定
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参考：表－１０　広島市緑化推進審議会委員名簿（令和2年11月現在：敬称略）
区　分 職　名 氏　名

学識経験者

広島弁護士会　弁護士 朝本�孝一

広島工業大学工学部環境土木工学科　准教授 今川�朱美

広島修道大学商学部　教授 富川�久美子

広島大学　名誉教授 ◎ 中越�信和

広島修道大学人間環境学部　教授 長谷川�弘

広島大学　名誉教授 山本�春行

国土交通省ＰＰＰサポーター 吉長�成恭

各種団体の
関係者

広島商工会議所　事務局長兼産業・地域振興部長 伊木�剛二

コイン通り花クラブ　代表 石田�邦夫

ＮＰＯ法人緑の風景　理事長 高松�雅子

広島市農業協同組合　非常勤理事 西本�桂子

公益社団法人広島県建築士会 野口�美保

一般財団法人日本造園修景協会広島県支部　副支部長 ○ 福島�偉人

広島市森林組合　森林整備課長 吉川�浩二

広島花いっぱい推進委員会　委員長 和田�由里

　◎：会長　　○副会長



広島市みどりの基本計画　写真著作権リスト

章 頁 写真等名称 著作権

第２章 P21 国営備北丘陵公園 国土交通省中国地方整備局

第２章 P21 県立せら県民公園 広島県

第２章 P21 県立びんご運動公園 広島県

第２章 P24 大阪市天王寺公園エントランスエリア
『てんしば』 天王寺動物公園事務所

第５章 P53 2020年８月建て替えに合わせて新設された
広島アンデルセンのヒュッゲパーク

アンデルセングループ

　上記以外の図版写真等の著作権は広島市に属します。
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